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日
傭
勞
働
者
の
意
義

日
：'§
勞
働
者
と
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何
な
る
勞
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者
で
あ
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か
。
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れ
を
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に
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乃
ち
I

勞
働
容
は
賃
銀
勞
働
荠
で
あ
る
こ
と
、
從
？

洋

傘

修

震

、
鑄
褂
錠
前
屋
等
の
如
き
行
商
的
手
工
業
者
、
又
は
飴
屋
、 

風
船
屋
の
如
き
街
頭
の
小
商
人
は
、
.假
令
其
經
濟
的
地
S

ぐ
ば
作
業
の
：性
質
が
断
似
し
：て
：ゐ
て
も
.
賃
銀
勞
働
者
I

 

り
、
日
俯
勞
働
盏
と
は
區
別
せ
ら
れ
る
。

第1

一
に
日
爆
働
著
は
暴
關
係
が
一
時
的
な
る
こ
と
、
日
傭
霧
者
と
は
常
馨
働
者
に
相
對
す
る
.觀
念
で
あ
つ
て
、

一
定

の

傭
 

主

と

持

参

、
臨

時

霸

麗

簾

係

が

成

S

、
管

乃

|

時
|

係

は

霧

す

f

の
，で
あ

る
。
彼
等
の
禱
關
係
は
所
謂
人
夫
請
負
業
衆
と
の
間
に
口
頭
を
以
て
成
立
す
る
の
で
、
若
し
勞
働
條
件
其
他
が
意
に
滿
た
な
い
時
は

I

、
遊
し
き
に
至
つ
.て
：は
作
業
中
に
も
、
突
然
契
約
を
破
棄
し
て
現
場
を
去
つ
て
仕
舞
ふ
こ
と
も
あ
る
。
斯
の
如
き
は
所
謂
日
傭
勞

露
の
意
義
を
.最
も
單
的
集
し
た
も

.

の
：で
あ
る
。
好
況
時
代
に
於
て
は
彼
等
も
次
か
ら
次
へ
就
業
先
を
見
出
し
、
数
日
或
は
數
週
に

苴
る
雇
傭
關
係
を
結
^
こ
と
も
'

I
、
外
觀
上
常
傭
勞
働
者
、
叉
は
一
定
の
親
方
S

屬
す
る
職
人
、
若
し
く
は
璧
人
夫
と
相
^
せ

ざ
る
狀
態
を
相
當
久
し
く
持
續
r

こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
雪
に
於
て
も
、
彼
等
の
内
部
的
關
係
は
其
日
限
.

c
s

の
臨
時
的
性
質
の
も 

の
た
る
に
過
ぎ
な
い
o

.

證

に

m
傭
勞
働
霞
主
と
し
て
能
率
が
低
劣
で
I

こ
と
、
日
傭
勞
働
S

大
多
數Q.

も
：の
は
仲
仕
、
手
傲
、’：圭

、：

廣
吿
人
夫 

等
で
あ
る
。
石
工
、
大
工
、
左
官
等
の
如
き
熟
練
エ
が
日
馓
勞
働
#
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
於
て
は
能
率
の
比
較
勺
f

 

で
あ
る
の
I

例
•と
な
つ
：て
ゐ
る
？
能
^
の
'

I
る
も
の
は
i

i

も
不
熟
練
勞
働
者
で
I

爨

働

#
た
る
こ
と
が
多
く
な
い
。 

r

l
に
勞
黑
所
が
屋
外
でI

A
J

と
、
B
傭
篇
者
で
あ
つ
t

H

S
役Q
 

i

部
Q

S
必
ら
ず
し
も
屋
外
篇
I

す
I

w… 士 ニ-iV、.'

t
は
な
い
。
ま
た
常
傭
勞
働
客
で
も
交
通
勞
齡
容
や
水
上
勞
働
渚
ば
主
と
し
て
屋
外
に
於
て
勞
働
す
る
0-
こ
れ
等
は
何
れ
も
例
外
で
あ 

る
。
R
傭
勞
働
者
は
前
述
の
如
く
不
§

勞
働
者
で
あ
.り
、、
其
作
業
の
性
質
上
屋
外
勞
働
の
場
合
が
多
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
ゐ
る
。

第
五
に
勞
働
業
態
や
幣
働
現
場
が
慨
し
て
常
に
變
動
し
勝
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
日
傭
.̂
働
#
の
重
要
な
る
特
性
に
數
へ
ら
れ
る
轉 

業
性
又
は
漂
泊
性
の
稱
せ
ら
れ
る
所
以
.で
あ
る
。
前
頊
の
屋
外
勞
働
は
必
ら
ず
し
も
日
傭
勞
働
盏
の
嚴
格
な
る
意
義
に
於
け
る
特
性
で 

は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
そ
の
轉
業
蚀
.に
.至
つ
て
は
純
然
た
る
特
性
を
形
成
し
て
ゐ
る
と
一
衣
つ
て
よ
い
で
あ
ら
ぅ
。
常
傭
勞
働
#
は 

勞
働
現
場
が
屋
外
で
あ
る
場
合
に
於
て
も
、
多
く
の
場
合
に
轉
々
と
し
て
其
の
業
態
を
.變
動
す
る
も
の
で
は
な
い
。
假
令
こ
れ
を
變
動 

す
る
も
の
に
於
て
も
、
そ
の
變
動
に
は
自
ら
1
定
の
限
度
：が
あ
少
、
.無
限
に
又
は
不
規
則
に
で
は
な
い
。
然
る
に
日
傭
勞
傾
渚
は
日
 々

の
屈
俯
關
係
に
よ
つ
て
容
易
に
業
態
を
變
更
し
、
不
規
則
的
で
あ
.り
、；浮
動
讷
^

^
る
;0
;

' 
ノ 

：

日
儆
働
素
の
概
念
は
太
體
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
日
俯
勞
働
者
は
®
傭
關
係
、
技
._
、
業
態
別
の
三
つ
の
方
商
よ
り
見
て
類
別
す 

る
こ
と
，が
出
來
る
o

、鬼t
v
M
g
M

係
よ
り
す
れ
ば
、：
淀
傭
勞
働
盏
、
.日
：鎌
勞
^

T

部
屋
人
夾
の
三
つ
に

大
別
す
る
こ

と

が

出
来
る
o

,

定
俯
勞
働
苕
と
は 

I

定
ひ
康
條
條
件
の
下
に
俯
主
と
直
接
に 

ー
^,
期

間

の«
|«
-
.契
約
を
締
結
す
る
苕
を
ー
ぢ
ひ
> 
日
#
勞
働
^
は
俗
に
酚
_
と
稱
ぜ
10
:
れ
、
，' 

齋
生
と
直
接
雇
饊
契
約
を
締
結
ず
る
か
、)

或
ば
人
夫
供
給
請
負
業
乾
乃
ち
親
方
を
通
か
で
、
間
接
に
單
獨
叉
ば1

幽
を
な
^
て

雇

襲

. 

妳
を
錄
紱
し
、
_
履
_
龇
银
は
秘
め
て
不
規
則
.で
、
^
•面
上
.其
日
限
|)
;:
:で
.あ
各
が
、.
_續
常
扮
ら
ざ
'る
も
の
を
去
ひ
、:-
.部
屋
人
夫
と
^
 

人
先
俳
給
請
負
槳
者
及
ち
線
龙
の
卞
に
羝
臥
じ
、
親
方
の
請
負
エ
事
叉
は
人
_

_

酬
負
ゆ
應
ず
：る
激
を
玟
ふ
の
.で
赵
る
。

.

俶
_
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卟
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次
に
技
術
方
面
か
ら
觅
る
と
大
エ
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倆
を
要
ず
る
仕
事
を
極
:̂

て
旅
率
的
に
仕
上
げ
2>
:

手
3 :

業
# ;

と
、
是
等
め
職
-

<

を
肋
げ
：& ;

舍
#

、，±

場
、
雜
#
、
其
他
大
し
た
力
倆
及 

.

び
技
術
を
要
せ
ざ
る
仕
辦
を
な
す」

般
雜
役
と
に
分
た
れ
る
。
後
^

に
屬
す
る
不
_

努
働
# :

は
、
'

雇
傭
關
係
の：

變
動
常
な
ら
：ざ
を
點 

に
於
て
、
傅
裳
性
の
太
な
る
點
に
於
て
、:.
ま
た
常
！0
1
的

失

槳

顏
>

0

酸
に
於
て
>

■:
'
,典
型
的
.
日
俯
齋
働
者
で
^ .
:
.

る
と
い
"

ふ
こ
と
.
が
.出
來
ょ

ぅ
。
終
に
努
做
業
態
ょ
り
見
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日
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こ
れ
を
觅
ら
に
細
分
す
る
と
す
れ
ば
數
百
種
の
* #

き
i t

及
ぶ
で
あ
ら
ぅ
。
前
表
に
於
て
鮫
鲰
と
稱
す
る
の
は
大
阪
地
方
の
俗
語
で
あ
つ 

て
東
京
地
方
の
立
ン
坊
の
こ
と
で
あ
るb

こ
れ
は
原
則
と
し
て
其
雇
傭
關
係
が
其
日
限
り
で
業
態
も
ー
宛
し
な
い
も
の
，で
あ
る
。
餘
縫 

と
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
负
名
で
、
こ
の
魚
が
輒
の
流
れ
來
る
の
を
じ
つ
と
持
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
、
丁
度
一
宛
の
場
所
に
屯
し
て
仕
祺 

の
來
る
の
を
待
つ
て
ゐ
る
日
傭
勞
働
翁
と
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
命
名
が
凼
來
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
大
阪
地
方
に
於
け
る
鲩
鱅
の
業
態
は
沖 

f

-
-i
i

:

、
仲
仕
、
土
方
、
手
傅
、
其
他
の
五
輝
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
に
ょ
る
區
別
で
は
な
く
、
土
方
を
や
る
者
も
時
に
は
手
傅
と
な
り
、 

又
仲
仕
も
土
方
と
な
る
こ
と
も
•あ
る
と
い
ふ
が
如
く
專
pr
j

を
無
視
し
又
は
無
視
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
鮫
_

の
鮫
酿
た
る
本
領
で
あ
る
。

日
傭
勞
働
者
は
邵
市
虻
於
け
る
自
出
日
傭
勞
働
茗
の
外
に
各
地
ガ
に
於
け
る
各
種
建
築
土
木
勞
働
者
、
農
業
H
俯
努
磡
者
、

養
蠶
R 

■

働
#
が
あ
る
。
雄
築
土
求
勞
働
者
は
、
都
市
農
&
の
區
別
釔
く
、
ま
た
平
原
山
地
の
區
別

.
な

く
、

.

各
種
(0

翅
築
土
木
エ
事
の
.行
は 

れ
る
と
こ
ろ
に
必
ら
ず
#
在
す
る
。
今
そ
の
'種
類
別
を
行
へ
ばC

O

一
 

般
述
築
土
木
^ :
-
辦(

遮
築
を
主
と
す
る
も
の)(

ニ)

鐡
遒
省
の
鐵 

道
線
路
工
事
、(110

各
官
廳
及
び
地
方
息
礙
の
河
川
謹
岸
楹
梁
工
事
、(

四〕

同
f

道
路
工
事
、
砂
防
工
事
、
其
他
、(

五〕

山
間
地 

忆
於
け
る
水
ヵ
電
氣
土
.
等
で
あ
る
。

■

.

.

我
：

.
E

s
n

傭
.
务
働
考
に
關
す
る
葙
午
の
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察 
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我
國
f

傭
勞
i

f
 

_す
|

干
の
.考
嵚
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(

芄
〇

:

2
ん3

<
>

各
.種
の
技
能
を
有
す
る
職
工
、
.工
夫
、
職
人
.等
の
如
き
熟
練
勞
働
容
は
多
く
楚
俯
關
係
に
あ
：り
.
、

そ
の
多
く
は
簾
勞
働
章
請
負 

業
者
の
.黎

職

人

で
P

つ
て
、
圭
と
し
て
大
都
市
か
ら
エ
囊
場
に
入
り
來
る
者
で

*>
:

る
？
然
る
に
不
熟
練
勞
働
素
は
共
土
也
の

勞

喷 

者
と
，
響
に
於
て
證
し
た
る
人
夫
、
.習
慣
的
.に
漂
浪
す
る
勞
働
者
、
朝
鮮
人
や
琉
球
人
：I

馨

等

で

I

O
藝
勞
働
者
及
び 

.
不
熟
練
勞
働
者
で
も
、
典
地
方
出
身
の
者
は
相
|
の
勞
働
條
件
を
以
て
待
遇
せ
ら
れ
る
が
、
僻
地
に
於
け
る
鐵
道
_

、
水
ヵ
屢
エ 

事
等
の
璧
人
夫
は
、
勞
働
時
間
も
長
く
、
作
業
は
酷
使
狀
態
で
あ
り
、
賃
銀
其
他
は
飯
場
制
度
を
以
て
搾
-
せ
ら
れ
て
ゐ
るO 

農
業
H

ぉ
努
働
容
はy

來
づ
作
沿
題
が
勃
興
す
る
と
典
に
.俄
然
勞
働
力
の
不
足
を
坐
じ
、
そ
の
需
耍
■を
增
加

し

た

0

而

し

て

一

方

に
 

於
て
日
傭
賃
銀
の
響
.に
よ
り
て
小
作
勞
働
者
の
數
を
減
じ
、
他
方
に
於
て
小
作
農
に
懲
り
た
る
地
f

日
傭
努
働
者
を
歡
迎
し
、
大 

規
模
め
I

集
小
を
行
ひ
、
嚣

I

I

負
を
梟
さ
し
む
る
摄
つ
た
。
S

如
く
し
て
地
方
に
よ
り
て
は
圭
淼
作
に
從
事 

I

朝
热
人
又
は
£

人
の
移
逝
勞
働
も
雪
し
た
の
で
あ
る
。
.現
篇
張
の
鳴
海
地
方H

於
.て
は
、
.三
河
の
安
域
地
方
か
ら
農
繁
期 

に
鐵
逝
に
よ
っ
て
R
傭
努
働
奮
每
日
供
給
し
た
事
實
が
I

。
，

に
.於
け
る
勞
簡
題
は
小
作
_

と
共
に
こ
のni

傭
勞
働
客
の 

出
現
に
よ
つ
て
一
—

资
關
係
が
靈
し
て
来
た
。

' 

V

_

日

傭

篇

I

養
_

f

農
繁
期
と
が
合
致
し
、
勞
働
力
の
不
足
を
一
時
I

感
ず
る
か
ら
、
こ
れ
に
對
す
る
要
求
が
生
じ 

た
の
で
f

耳
バ
毖
氏
の
調
济
に
#
る
長
愿
小
縣
郡
に
於
け
る
狀
態
よ
り
見
れ
S

蠶

勞

馨

は

、
走
傭
と
日
傭
と
あ
り
、
日 

傭
努
働
者
I

數
は
其
土
地
の
農
材
勞
働
I

、
昔
日
の
如
く
多
數
の
他
地
方
の
出
f

見
ざ
る
遙
つ
たC

.

こ
の
結
f

賃
銀
の
_

貴
を
伴
ひ
、
養

讓

S

馨

法

又

は

蠶

揚

し

て

經

奮

_

化
.基

る

こ

f

 

k
.つた
。

. 

•

都
市
：に
於
け
る
自
由
勞
働
者
ど
し
て
は
建
築
土
木
諸
エ
辦
、'荷
造
連
搬
、
銜
生
掃
除
、
北
ハ
他
の
雜
役
夫
等
が
あ
り
、
ま
た
港
內
波
也 

場
、
，本
船
沖
，
各
倉
)li
t
に
於
け
る
荷
造
運
搬
を
W
門
と
す
る
仲
仕
等
が
あ
り
、
ま

た

焱

s

±

^

、
m

^
、
水
道
、
架
橋
、
鐵
道
の 

敷
設
等
に
關
聯
し
.て
一
時
多
數
の
勞
働
力
を
要
と
す
る
場
合
が
あ
り
、
自
虜
働
衆
に
對
す
る
需
要
を
見
る
の
で
あ
る
o
東
京
火
阪
等 

の
如
き
太
都
市
に
於
て
は
-
'斯
の
如
き
新
設
工
事
に
對
し
て
も
臨
時
の
需
要
に
應
ず
る
に
足
る
勞
働
豫
備
軍
が
#
在
す
る
が
、
地
方
の 

中
小
都
市
に
於
て
は
、：

共
土
地
：

Q.

勞
働
市
場H

可
成
奕
な
る
影
響
を
與
へ
る
こ
と
が
象
。：
現

に

名

墓

：のH

業
都
市
と
し
て
の
發 

服
が
、
附
近
の
町
村
^
農
村
爭
讁
の
勃
發
に
筑
要
な
る
契
機
を
な
し
た
る
實
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
別
と
し
て
.束
京
、
大
阪
、
横
.濱
、
神 

戶
等
の
太
都
市
に
於
'て
は
、
、季
節
的
文
は
周
期
的
の
日
傭
臂
働
者
の
集
中
移
動
が
、
漸
次
永
久
的
集
中
と
な
り
、
遂
に
純
粹
の
和
市
日

傭
勞
働
階
級
を
形
成
す
る
に
至
つ
た
.。

.日
傭
勞
働
の
起
照
に
就
て
は
、
冬
の
前
史
と
し
て
主
朝
時
代
.の
勞
働
佻
給
方
法
た
る
傭
役
及
び
丁
役
：の
制
度
が
：說
か
れ
る
。
而
し
て 

そ
の
m
行
に
就
て
.相
當
带
心
の
#
は
れ
た
ご
と
は
、
聚
德
太
子
の
憲
法
十
七
條
中
の
第
士
ハ
條
に
ょ
り
て
、
農
業
の
繁
閑
を
®
/#
し
て 

傭
役
を
徵
せ
ら
れ
た
こ
.と
が
刺
る
。
尙
ほ
當
時
に
，■於
て
、
.今
日
の
所
謂
日
傭
勞
働
者
に
近
い
も
の
と
し
て
は
、
傭
役
夫
、
丁
役
^

雜 

播
夫
、
其
他
.が
あ
る
。
傭
役
は
窗
樹
宮
廷
の
勞
役
を
意
味
.し
、
.後
に
は
物
品
代
納
と
な
：り
、
:こ
れ
を
も
傭
と
稱
し
た
。
寒
德
天
皇
大
化 

一ー.年

取

月

，に
ば
、
'ー：戶
か
ら
廁
布
ニ
丈
ニ
尺
と
勝
米
五
斗
と
を
徵
し
て
、
勞
役
に
代
へ
た
こ
と
，が
記
錄
に
見
へ
て
ゐ
る
。
次
に
丁
役
と 

は
官
衙
宮
.廷
0
常
務
又
は
臨
時
の
雜
役
を
去
ひ
、
仕
丁(

廝
丁)

、
.直
丁(

驅
使
丁〕

匠
丁 (

飛
彈
匣)

女
丁
等
の
.植
類
が
あ
る
。
第
三
の
雜 

徭
は
諸
國
に
於
：げ
る
土
木
事
業
、
建
築
藥
業
等
'に
從
事
す
る
も
の
.で
あ
り
、
.そ
の
自
數
に
ょ
り
3£
丁

完

次

7

9
ー
十
日
>

由 

我
國
^
日
餘
勞
慟
教
匕
關
す
る
蒞
千
の
考
察
：'
. 

五
’一
：

2

A

Eナ
、



翁

f

簿

働

者

I

す
I

干
の
1

'

 

J

 
.

c

i

〇

)

>

與
(

十
f

 

)

，の

區

別

が
I

P

尙
f

 

f

數
I

代

に
I

ぜ

變

動

し

、
'
漸

次

減

少

せ

ら

れ

た

。

續

日

本

紀

に

據

れ

ば
-

議

天

皇
 

の

時

チ

に

於

て

は

そ

の

日

數

を

そ

れ

ぞ

れ

三

十
H

、

1
1

十

日

T

十

日

と

定

め

ら

れ

た

。

尙

ほ

以
.上

の
H

種

；の

勞

役

め
^

攝

關

の 

權

門
.又

は

國

司

等

の

便

用

し

た

も

の

が

ぁ

る
:°
:

.

下

っ

.て

鎌

倉

時

代

に

於

て

は

、

所

謂

齊

請

泰

行

と

い

ふ

臨

時

職

制

が

定

め

.ら

れ

、
.

室

町

時

代

に

於

て
.

.

.

は

作

讓

奉

行
^

作

力
I

れ
.

國

家

的

土

木

囊

に

關

し

て

勞

力

を

必

要

と

す

る

場

合

に

は

、

諸

國

の

大

.名

又

は

地

頭

に

據

つ
_

て

こ

れ

を

微

發

し
I

醫

時

代

に

於

て

は

そ

の

實

際
I

に

し

な

い

が

、

恐

ら

く

着

篇

の

，間

に

於

て

武

器

糧

食

等

の

議

に

關
す

る

勞

役

の

微

發

は

、

重

要
I

戰

略

に

數

ヘ

ら

れ

て

ゐ

た

で

ぁ

ら

ぅ

。

ま

た

織

豐

時

代

の

築

城

道

路

開

拓

等

の

ヱ

事

に

關

聯

し

て

、

多

く

の

勞

役

が
f

ら 

れ

た

る

こ

と

は

想

像

に

難

ぐ

な

い

。

德
川
時
代
に
入
っ
て
は
先
づ
江
戶
城
開
府
探
れ
て
都
市
經
營
、
寺
院
S

立
、'
町
區
の
I

、
大

名

屋

敷

の

謹

、
.江
戸

城

の

修
 

,

_
、
間
斷
龙
く
土
木
囊
§

は
れ
、
諸
大
名
を
通
じ
て
#'
f

分
撥
せ
し
め
た
。
而
し
て
そ
れ
は
奢
し
て
置
千
f

就
て一 

人
宛
の
役
夫
を
割
當
て
こ
れ
を
千
石
夫
I

し

た

。

土
木
5

疆

p

f

要
し
た
る
石
材Q

靈

は

f

地

方

か

ら

舟
便
に
ょ
り
、
 

'義
は
諸
大
名
の
供
給
せ
.る
人
夫
に
任
せ
、
章

的

に

行

は

害
悉

い
。
こ
れ
が
爲
.め

に

一.

方
I

て

は

農
村
に
於

け

る
努
働
力
の 

減
返
を
生
じ
他
方
に
於
て
は
江
戶
に
出
た
る
霞
背
が
歸
農
令
嫌
；惡
し
、
都
市
に
於
け
る
浮
浪
遊
民
を
生
ず
る
に
束
っ
た
。

江

戶

時

代

の

中

期

に

於

5

崔

市

民

に

ょ

っ

て

都

市

に

於

け

る

勞

働
I

f

充

す

こ

と

が

叫

能

と

な

り

、

そ

の

調
f

 

f

專 

門

機

關

と

し

て

口

俯

座

が

組

織

せ

ら

れ

、
夥

長

の

任

命

が

行

は

れ

た
。

m

蓮

y
關

し

て

は

承

裡

系

九

月

一

一

十

音

の

布

令

が
t

、

晶
夫
は
必
拿
夥
長
の
鑑
札
を
腰
如
に
帶
持
す
べ
き
こ
と
を
■

し
、
.•ま
た
貨
銀
の
•最
高
額
を
51
!
め
た
り
し
た
。

.

,

.

.

其
他
ノ
R
傭
夫
等
、
本
平四

：：：：

湖
ヲ
期
シ
、
r:
1
傭
¥

抵
リ
、
鑑
札
ヲ
霞
シ
、
而
シ
テ
夥
長
ノ
指
扭
£

從
ス
'へ

ク

f

 

I
、
ノ 

赁
ニ
十
四
文
ヲ
納
致
ス
ル
ヲ
耍
ス(

中
略)

。
凡
ソ
墨
ハ
晶
座
ノ
康
一
一
從
フ
可
ク
、
f

印
鑑
ヲ
帶
持
セ
ズ
シ
テ
、
R

S
ノ 

殂
業
ヲ
爲
ス
#
.ァ
レ
バ
必
ズ
罰
ニ
處
セ
.シ(

日
本
.經
濟
蕺
書
、
德
川
理
財
#
要〕

こ
れ
に
ょ
れ
ば=

俯

座

は

各

種

の

露

屋

外

霞

の

甚

勞

響

を

靈

し

、
防
火
夫
、
消
火
夫
等
は
f

.

超
を
通
L

て
^〜

り 

に
供
給
f

装

が

、
還

の

大

火
I

消
火
I

も

馨
せ
ら
れ
、
熒

消

、
大
名
火
消
、
M

m

、
湛

、
城
内
及
び 

市
中
の
要
所
、
市
中
の
消
火
に
努
力
し
た
。
町
火
消
は
文
化
四
I

I

に
ょ
れ
ば
、
總
計
一
萬
譽
七
十
四
人
を
算
し
た
が
、
典
多 

く
は
氮
大
工
等
建
築
.
に
關
ず
る
屋
上
作
業
に
從
学
る
奪
あ
っ
た
。
而
し
て
紐
頭
と
火
消
夫
と
の
關
係
は
親
分
乾
分
の
勝
係
で
. 

北
ハ
地
位
又
は
權
九
を
濫
州
す
る
も
の
も
き
く
な
か
つ
-

た
の
で
、
享
保
ニ
年
三
月
に
は
瞥
^
を
發
し
た

hi

傭
座C

夥
雙
は
町
火
消
の
親
方
は
漸
次
其
螯
增
加
し
、
嘗
の
所
謂
日
槲
人
夫
請
負
_

とな
って
に

f
承
せ 

ら
れ
た
V
令
口
の
奮
組
は
そ
.の
代
表
的
の
も
の
で
あ
り
、
.土
术
識
霞
を
■

た
人
夫
請
負
業
f

し
セ
酒
井
紐
の
如
き
は
I

に 

蔬

办

：一
分
派
で
あ
り
、
小
松
川
組
ば
固
|

§

渠

で

|

>

.全
國
め
土
木
業
界
^
 ̂

安
場
組
等
は
圭 

忡
.|
1

1

の
火
部
屋
-で
、
’
可
成
布
い
'歷
史
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

，
1

■
に
！！！ 

•俯
勞
働
者
の
地
位
._

て
一
言
ず
る
I

が
あ
,

そ
れ
は
結
局
日
馨

I

間
題
I

f

 

I

f
と
g

る
I

 

ノ

化

^
の
矿
亂
紙
’働
我
に
關
す
る
^
ヤ
の
考
^;
'

 ̂

五
-

(

一
/
五
こ
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我
l

i

f
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五

四

(

I

I〕 

i

ぅ
。
論

は

何

れ

の
s

箸
■

し

て

も

奮
I

威
：i

す
.
>

1

で
あ
る
而
し
て
失
業
は
勞
働
者
就
中
、
：！：露

働

者
.
f

り
て
は
.
致
命
的
脅
威
の
原
因
で
あ
る
。
，蓋
し
彼
等
は
常
に
失
業 

• o
f

f

配
S

.

ら
れ
て
ゐ
.
る
か
ら
で
I

。
謂
は
ば
日
馨
働
者
は
常

の
：/

於
て
必
要
；^

く
へ
力
ら
ざ
る
分
ず
で
あ
る
。
日
々
の
作
業
：が
伸
縮
增
減
す
る
に
對
レ
て
、
日
傭
業
者
は
臨
時
の
一
需
要
に
從 

つ
て
I

か
i

s

し
め
ら
れ
る
奪
I

.

:

而
し
て
I

®

社
會
s

f

字

皇

る

Q 

2

る
。：：

U
Q

見
f

 

l

れ
ば
、
‘
I

勞
働
l

l

l

f

 

I益

翕

ま

た

 

S

勞

馨

I

る
が
如
き
缺
陷
蕃
I

人
間
の
I

I

防
す
る
1

時
5

旣
.に
塞
せ
る
日
俯
I

 

は
暴
の
必
耍
上
そ
の
i

の
安
f

講
ず
べ
き
で
1

.

0ハ

.
.
棄
市
社
篇

‘

祟
勞
働
者
に
關
す
る
調
査
し

'

(

大
旱

「

s

.

H

i

 

大
阪
市
装
部
調
查
課
.

「

日
傭
勞
働
商
題

1-
'

(

大
疋
十
三
年)

一—

四
ニ
頁
：

.

•

 

、
 

.

 

.

.

. 

: 

-
」

‘ 

：

：

'■
:

』

日

靈

誉

嚣

條

件

.

'

.

‘

- 

:

.

 .

.

.

 

~

易

勞

働
i

勞
働
倐
件
に
就
て
昭
和
ニ
年
垂
帯
S

霧

告

.に
よ
れ
ば
次
の
如
き
こ

I

乃
ち
日
奪
働
者
の 

賃
銀
は
s

.

s

f

 

X
は

職

較

し

て

必
I

し
も
I

で
は
な
4
 

s

f

 

l

f

必
f

す
f

勞
働
を
上
の
賃
銀
を
收
得
す
る
一
。
併
し
乍
ら
各
種
の
職
人
、
仲
仗
、
車
力
の
如
き
は
、
.收
得
す
る
5

の
賃
銀
率
は
相
當
で
I

て 

も
、
.多
ぐ
は
屋
外
勞
働
で
t

、
議
的
繁
閑
に
影
響
せ
ら
れ
■る
か
ら
、
失
業
率
が
頗
る
大
で
あ
り
、

一
ヶ
.月
平
均
一
一
十
三
日
乃
至
一
一 

i

四
日
勞
功
ず
る
の
.

が
#
!

通
の
狀
態
で
あ
り
、
降
雨
の
多
い
月
に
は
二
十
日
以
下
に
下
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
ヶ
月
の
收
入
總 

額

は

非

常

に

低

く

な

ら
.

ざ
'

|
得
.な
い
0
更
6

々
の
需
給
關
係
や
勞
働
苕
の
.足
許
を
見
て
、
任
意
に
賃
銀
を
變
更
せ
ら
れ
る
か
ら
、
 

皮
等
っ
貨
銀
は
軍
に
ー
日
の
日
額
を
以
て
の
み
速
斷
ず
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

渚
て
ぞ
の
賃
銀
支
拂
方
法
で
あ
る
：が
、

こ
れ
に
は
時
間
拂
と
、
出
來
高
拂
と
、

こ
の
兩
者
の
'

折
衷
と
が
あ
る
。
傷

請

取

規

切 

と
稱
せ
ら
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
':
°

•

.

.

.定康
と
：C

ふ
の
：は
時
間
拂
で
あ
る
が
、
雇
傭
關
係
は
定
期
的
の
.も
の
^
臨
時
的
の
も
0
.と
が
あ
る
0
前
者
は
官
公
署
大
會
社
工
場 

等
の
所
謂
觉
傭
雜
役
で
、
撒
水
夫
、
塵
.芥

露

夫

、
其
他
の
定
俯
人
夫
が
.之
に
屬
す
る
。
彼
等
の
.賃
銀
は
一
日
隱
間
勤
務
に
藥
し
て 

賃
浪
幾
何
と
定
め
ら
れ
、
支
拂
日
は
大
抵
月
ニ
囘
又
は
月
一
囘
で
あ
る
。
後
者
は
其
日
限
奴
の
暴
で
あ
る
が
、
賃
銀
が
時
間
拂
で
あ 

る
點
か
ら
麄
と
f

ら
れ
る
の
で
I

。
而
し
て
賃
銀
は
每
日
人
夫
供
給
請
負
業
者
を
通
じ
て
か
、
又
は
勞
働
者
に
直
接
に
か
支
拂 

は
れ
るQ

で
.

I
。
..氣

は

日

傭

霊

者

£

藝

の

も

の

1

つ
：て
、
賃
銀
の
支
读

.

又
は
一
宛
金
ぢ
若
し
く
は
任
意
の
按
除
乃
ち
所
謂
頭
她
ね
が
行
は
れ
、
勞
働
象
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
：が
勘
く
な
い
。

.

請
取
と
稱
せ
ら
れ
る
の
は
出
來
高
拂
で
.あ
つ
.て
、
こ
れ
に
は「

萬
棒」

と「

.小
間
割」

と
あ
る
。「

萬
棒」

と
云
ふ
の
は
一
定
の
數
量
又 

.
は
S

鐘
は
距
離
等
ょ
り
割
出
ざ
れ
た
單
位
を
出
來
高
の
軍
位
と
す
名
の
で
あ
る
。
例
へ
ば一

■定
距
_
を
土
車
一
麗
搬
す
る
賃
銀

•'
-
I':
'我
_
の
日
俯
勞
働
赉
に
關
す(

る
锻
干
'の
考
察 

へ
•
五

五

.
V
I

ノ
W
1
5



我
_

の
=

储
勞
働
考
に
'關
す
る
沿
干
の
考
察
ぺ 

塔

す
 

五

六

(
I

八
五
四)

-

f
 

V

ふ
力
々
き
ノ
？
る

「

づ
ル
韵」

と
い
ふ
の
は
一
定
の
區
il
l

又
は
數
量
の
仕
事
を
赁
銀
幾
何
士
し
て
請
負
ふ
の
で
あ
-

る
。
例

へ 

し
セ
グ
わ
げ
を
埘
下
幾
れ
掘

7

げ
る
妇
^

の
賃
^

が
幾
何
で
.

あ
る
と
，云
ふ
が
如
き
も
の
で
あ
る
0

此
の
場
合
時
[{
|

]

は
條
仲
に
=
へ
ら 

‘

れ
な

S
の
I

い
か
：
併

し

I

 

s

g

内
に
仕
f

完
了
す
れ
ば
。フ
レ
ミ
X

ム
幾
何
を
附
す
る
と
.

い
ふ
が
如
き
場
合
も
あ
る
。

規
“

と
い
4

Q

鏡

Q

爆

！锃

込

み

勞

s

i

取
仕
罡
從

$

る

霞

■

せ
ら
れ
る
着
製
で

、

g

方
は
先
方
で
や
る

が
、
贿
料
I

日
の
賃
銀
か
ら
按
除
せ
ら
れ
、
I

せ
る
場
合
に
は
贿
料
は
普
の
贊
銀
か
I

除
せ
ち
れ
る
も
の
で
、
作

業

は

霧 

又
は
請
収
2

る
。
大

綴

の

粜

H

爾

ど

H

行
は
れ
る
|

が
多
い
。
I

制
度
Q

l

f

養

I

拂
の
f

證
金
額
を

成
摩
化
し
た
.

o

又
は
支
姊期

！！：
前
に
轉
職
す
る
も
の
に
尉
し
て
支
拂
を
行
は
ぬ
等
の
不
正
行

爲

が

多

い

。

そ
れ
は
地
方
の
水

力

證
 

のH

矿

や

の

エ

5
に
i
け
る
人
夫
S

に
於
て
厘
々
見
る
と
こ
ろ
で
-
所
謂
監
獄
部
屋
の
飯
場
に
於
て
は
更
ら
に
惡
辣
な
平
段
が 

行
は
れ
て
ゐ

る

.0
何
れ
に
し
て
も
晶

勞

働
I

賃
銀
は
、
湯

關
P

不
確
定
で
あ
I

め
に
、
極
め
て
不
確
實
な
も
の
と
な
り
、

其
I

I

I

馨

拂

が

行

は

れ

、
金
利
或
は
手
數
料
等
の
I

I

尠
か
ら
ぬ
搾
取
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
親
方
制
度 

は
勞
働
ぉ
介
y

 

Q

E

赢

し

、
失
業
又
は
_

.

Q

際

に

屋

又

は

金

錢
Q

_

f

受
け
て
i

Q

保
f

 

_

、

熟

練

工

の

技

倆

人

物 

を
十
分
知
悉
し
て
、
質

傲
f

な
し
得
る
等
の
長
所
を
有
す
る
Q

I

る

が

、

攀

王

.と

努

働

f

め
間
に
多
数
の
下
請
、g

下
請 

の

鳴

す

る

時

は

、
澈
次
頭
細
ね

Q

馨

の

み

.多
く
し
て
日
德
働
諸
湯
し
て
不
當
の
摊
取
を
敢
て
す
る
こ
と
4

る
。

次
i

働
時
則
で
あ
る
が
、
定
儆
の
場
合
、
.

一
定
の
時
叫
に
於
て
勞
働
す
る
官
公
I

定
傭
夫
及
び
臨
時
人
夫
は
、
午
前
七
時
i

 

午
後
'

.-
/
!
.時
に
至
る
.

十
時
I

務
で

1

.

0

休

憩

時

間

鐘

食
I

一
 

時
間
與
ぐ
ら
れ
、
其
外
隨
時
に
休
む
こ
と
が
>

5

そ
七
と
同
様

な
[>
は
植
木
職
手
部
、
庭
園
掃
除
、
填
取
夫
の
如
き
勞
働
で
あ
る
。
然
る
に
官
公
署
の
仕
事
で
_あ
っ
て
も
、
：請
負
エ
辦
や
一
般
の
妞
象 

に
冷
こ
は
、
多
く
は

午
前
八
時
よ
り
午
後
五
時
ま
で
で
あ
る
が
、
休
撤
は
輩
間
ー
時
間
あ
る
の
み
で
、
他
は
無
休
の
則
膝

て

あ

り

M 

ら
に

一
般
の
請
取
仕
靡
に
於
て
は
始
業
終
業
の
時
間
も
區
々
で
あ
る
。 

.

大
阪
市
の
大
正
十
羣
發
表
せ
る
日

傭
勞
働
衆
の
調
茶
報
當
よ
る
と
、
日
傭
勞
働
者
.の
勞
働
時1

1

は
夏
冬
平
均
し
て
一
日
九
時
!{
!
1 

以
上
.十
時
！1
以
內
の
芷
味
勞
働
を
や
つ
て
ゐ
る
0
こ
れ
は
束
京
市
の
麗
の
繁
.に
微
す
る
も
同
じ
と
と
で
あ
る
が
、
エ
變
渺
者
の 

平
均
勞
働
時
|]
«
九
時
間
士
ー
.一
分
、
休
憩
時
間
托
十
艽
分
に
比
較
し
て
、
明
甴
に
不
利
益
の
狀
態
に
あ
る
0 
ロ
侃
勞
诹
奔
の
勞
便
時
山
は 

傭
主
の
關
係
、
現
場
の
關
係
、
又
は
季
節
の
關
係
、:.
天
候
の
關
係
よ
り
、
勞
働
時
問
も
休
憩
時
間
も
不
同
で
あ
る
。
右
の
中
季
菌
に
よ 

る
繁
閑
は
、
勞
働
時
問
を
決
定
す
る
上
に
於
て
、
.特
に
.11
1
:火
な
る
關
係
を
有
し
で
.ゐ
る
。

.

火
±
は

輩

々

.か
ら
初
夏
ま
で
及
び
秋
一
杯
が
多
忙
で
あ
り
、
日
永
で
は
あ
る
が
盛
夏
は
能
率
不
振
の
爲
め
に
閱
散
セ
あ
る
。

一
般 

に
石
エ
.は
敦
月
と
お
塔
を
取
扱
ふ
者
は
欲
前
が
多
忙
で
あ
り
*'

冬
と
#
天
に
は
仕
事
が
可
成
苦
痛
で
あ
る

：0
■£

.
れ
と
同
じ
く 
Z

す
#

ー
 

月
か
ら
音
巡
の
極
寒
の
季
節
に
は
最
も
閑
：で
あ
り
、.
他
の
巧
に
は
太
體
大
差
が
良
い
。
薇
職
は
夏
向
が
一
.食
に
閑
で
あ
る
が
、
歲
暮 

こ
斤
}づ
く
に
半
\

て
多
忙
と
な
り
、

一
ニ
月
に
入
る
と
夜
業
を
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
程
で
あ
る
。
煉
瓦
エ
や
ぺ
シ
キ
エ
は
一
舣
に
冬
季 

に
閑
で
I

ら
暨
に
か
け
て
多
忙
で
t

o
そ
の
他
建
具
職
、
屋
极
職
、
錯
■
わ
鍛
冶
H

I
は
大
工
と
略
似
た
り
寄
っ
た
り
で
あ
っ 

て
、

日
永
の
：
舉

節

が

，一
都
忙
し
い

0
而
し
て
土
木
碰
築
に
從
辦
す
る
客
は
多
忙
の
季
節
も
勞
働
時
間
’
体
憩
時
間
も
そ
れ
ぞ
れ
同
樣
の 

傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
o
.そ
れ
は
作
業
の
相
關
性
に
よ
る
の
で
あ
る
o 

:
 

• 

'
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我
國
の
日
傭
勞
働
潘
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す
る
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の
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ノ
我
_
の
《
傭
梦
働
潸
に
.關
す
.る
若
千
の
考
察
：

.

:
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-
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.
■

'
 

. 

.

.

.

.

五
八
：

.C
I

八
五
六)

パ

：次
f

仕
袅
て
見
る
と
、.：：沖
仲
仕
は
冬
季
i

那
方
面
t

農
産
物
や
原
料
が
來
る
外
荷
S

し
い
荷
物
^

_

l

t

 

I

f等

I

が
、
I

I

天
I

び
f

,

碧

^

童

す

る

。
併
し
こ
れ
も
特
に
取
立
I

I

き
程
度
の
も
の
1

な
い
。
"
S

と
も
あ
つ
て
勞
働
時
I

金

く

そ

の

暴

筆

等

あ

る

0
.同
じ
仲
仕
の
$

i

i

仕
は
そ
の
：取
扱
ふ
貨
物
が
多
種
多
欉
で 

あ
る
力
ら
I

管

い

季

r
的
繁
保
は
な
い
。
勞
働
時
間
も
略
一
定
し
て
'居
り
、
大
倉
庫
直
腐
の
：者
は
ロ
攀
退
の
習
慣
が
あ
る
o.
然 

「

る
に
石
炭
々
仕h

な
I

石
炭
の
需
要
の
f

多
い
十
m

f

四
I

で
が
最
も
多
忙
で
：、
義
に
は
比
較
的
閑
で
あ
る
。
次

遍
 

/

i

.三
月
謂
で
ノ
プ
票
备
入
の
忙
し
い
季
®
で

蒙

。
藍
し
冬
季
に
は
：寒
氣
と
氷
雪
の
.爲
め
伐
採
が
闲
難
で
あ
り
、
氷

■■
'

蘆

解

樣

I

が
出
f

 
I

ら
I

る
：。
g

仕
録
仲
仕
_

觀

事

情

言

汽

素
發

著

‘
る
が
.
季
節
的
に
見
れ
ば
所
謂
蒽
祜
の
時
率
が
比
較
的
間
で
I

?

.

:ぺ

' 

:

• 

. 

. 

. 

- 

•

- 

• 

- 

.

.
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へ

:
仕
事
の
^
節

的

繁

寧

a

i

_

>
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:

"パf

:
つ
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ぃ
、‘職
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業
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'
 
繁

忙

淖

，

量

’

卜

：

エ
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.

.

.

.
V

春—

初
夏
、

秋
’
シ

ン

：
'

 

き

.

職

く

春
.--
'
夏
：

.
秋
、
冬 

:

.

石

ふ

チ

'
.

ノ 
I

I
初
、
哀
£

夏
、冬

_

锻
:

冶〔

エ

同

前

同
前

”

ザ

：

四

宰

不

變

.

.
同

上

土

 

H

I

.;

同

前

' 

同

前 

■;
■
へ

建

具

一

:.
大H

に

同

じ

同

上

.

沖

仲

仕

'

，
四
I

變

..
同

上 

職

.

盆

飢

楚

夏

*枕
：
' 

驛 

'仲

仕

：
：
年末、施
肥
期
夏
、秋

揀
.
'

瓦
-

H

.

ペ
ン
キ

H.

昆
.
.极
.
職

0

I

M
 

#
,

—

夏
'

大
X
に同じ

秋
*冬 

同
前 

同:
上

葛
仲
仕 

石
炭
.仲
仕
や

倉
靡
仲
仕

夏
-!秋 

秋
丨
# 

卷
i
秋

冬 夏 冬

左
宮
春
、

夏

、

秋
冬

 

陸

仲

仕

夏

 

秋
、
冬 

以
上
の
如
く
大
艘
ー
束
時
I

働
と
し
て
日
傭
勞
働
者
の
得
る
報
酬
は
幾
何
で
あ
る
か
。
.大
阪
商業會議

所
の
調
茶
に
ょ
れ
ば
明 

治
二
十
四
印
か
ら
大
正
十
印
に
至
る
三
十
ハ
牛
問
に
於
て
、
大
工
は
十
倍
、.
仲
仕
は
九
倍
に
增
加
し
て
ゐ
る
。
今
そ
の
.數
字
の
一
部
を
左

に
摘
記
し
ょ
ぅ
。

賃

鈒

移

(

金
額
單
位
圓
、
括
弧
內
百
分
比〕

年

代

- 

明
治
ニ
四
：

同
ニ
八

、同

■三
三 

同
三
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同

■

一

卞

土 

ノ
木
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挽

左

'
官
.：瓦
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方
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缒

簾

f

關
西
支
部
の
調
奔
に
i

と
大

I

年
九
月
か
ら

十
一
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
於
て
大
工
、
；女
人
1

1

、
左
官
の
‘

質
I

各
的
f

上
、
木
视
、
手
傅
、
土
方
、
.煉
瓦
ェ
、
。へ
ン
キ
エ
等
は
何
れ
皇
倍
以
上
の
騰
貴
を
な
し
て
.

ゐ
る
。
勿
論
、
こ
の
反

S

に
於
て
物
®
 Q 

f
凤
せ
る
こ
と

も

霞

す
こ
と
が
出
來
な
い
。
倚
ほ
日
傭
勞
働
者
の
日
收
は
工
場
努
舊Q

そ
れ
に
比
較
し
て
觀
し

て多
备で
ある
力一
ヶ

I

參

管

數

が

少

い

爲

め
と
、
親
方
、
下
請
或
は
人
夫
頭
な
ど
か
ら
5

の
名

尊

頭
荔
ね
ら
れ
る 

力
ら
.
實
收
は
著
し
く
減
少
す
る
。

則
2

1

て

緣

細

I

I

意

岛

1

5
が
、
大H

は

賃

繁

ら

m

ら
れ
' 
至

は

薪

■

と
し
て
二
十
錢
、

こ
の
外
に
五
分
鐘
七
分
を
天
か
せ
ら
れ
、
左
官
は
平
均
三
分
的
外
、
練
瓦
エ
は
五
分
を
天
引
せ
ら
れ
る
。
.次
.に
锻
冶
工
：.は
職
人
に
比 

歌
を
割
當
て
る
親
方
と
下
請
と
が
そ
れ
ぞ
れ
平
均
一
割
の
頭
を
剡
ね
る
か
ら
、
賃
銀1

一
割
引
と
い
ふ
こ
と
に
.

I
。
こ
.れ
は
縱
冶H

に 

t

て
は
可
成Q

負
f

 

S

Y患

あ

る

が

、
彼
等
に
對
す
る
貸
越
、
仕
事
の
變
班
、
負
傷
S

爲

め

奚

f

 
•要
す
る
か
ら
、
實 

質
上
の
頭
2

は
五
分
見
當
に
.
|
.と
ぃ
は
れ
て
ゐ
る
。
。へ
ン
キ
ェ
は
材
料
一
切
を
親
方
が
負
檐
す
る
か
ら
常
傭
で
四
、
五
十
錢
、
請 

負
で
約
一
；割
か
ら
ニ
割
位
賃
銀
が
控
除
せ
ら
れ
、
建
具
^
の
場
合
も
大
輝
同
欉
で
あ
る
。

:
頭
を
刷
ね
ら
れ
る
こ
と
最
も
多
き
も
办
は
土H

及
び
手
傅
で
あ
る
。
こ
れ
は
使
用
す
る
驚
を
全
部
貸
與
す
る
の
と
其
日
勘
定
で
あ 

る
爲
め
に
、
へ
常
傭
で
五
十
錢
、I

肥
負
で
ニ
、
三
割
の
頭
舰
.ね
が
背
通
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
聚
細
エ
の
場
合
に
少
か
ら
ざ
る
瓦
-̂
欠

！
 ̂

/

ば
彼
等
が
親
方
の
下
を
去
る
惧
が
ぁ
る
か
ら
、
現
在
に
於
て
ば
土
木
建
築
に
從
事
せ
る

親
方
は
、
頭
钏
ね
に
よ
る
よ
り
も
柄
和
め
避 

擇
賢
に
よ
つ
て
利
益
を
上
げ
る
こ
と
を
f

 

vゐ
る
。
而
し
て
現
在H

於
て
も
篇
と
し
て
親
方
や
下
請
の
鑛
と
な
つ
て
ゐ
る
も 

の
は
、
土
方
、
.乎
傅等

の
：！：

傭
勞
働
蓉
、
所
謂
胺
鰓
で
ぁ
る
。
大
阪
市
の
實
例
に
よ
れ
ば
そ
の
頭
灿
ね
の
額
は 

一
、
ニ
#
乃
^

f

五 

分
に
達
す
る
も
の
も
少
く
な
い
。
彼
等
を
こ
の
犠
裳
ら
救
濟
ず
る
の
は
、
傭
主
と
勞
働
者
と
が
直
接
I

を
締
紹
す
る
管
開
く
外 

ま
い
。
然
か
.も
そ
れ
に
は
頭
侧
办Q

.
I

部
の
理
曲
を
な
す
立
替
拂
を
廢
す
る
こ
■と
が
肝
心
で
あ
る
ず
こ
れ
は
至

」

'̂
省
现
し
#-
へ
く
、

> 

な
い
か
ら
、
公
正
な
る
觉
替
機
關
を
設
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

：

.
'

同
じ
く
！

n

傭

霞

者

.の
：勞
働
條
件
に
關
し
て
京
都
市
が
昭
和
六
年
調
赉
せ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
.
次
の
如
く
で
あ
る
。
先
づ
勞
曾
數 

を
見
れ
ば
一
平
を
通
ず
る
一
ヶ
月
平
均
は
貨
物
運
搬
の
二
十
四
•
六
日
を
最
高
と
し
、
石
工
の
ニ
十
三
。
八
日
、
大
工
の
二
士
ご
.
一一 

H
が
ど
れ
に
.次
ぎ
、
雜
業
の
十
四
> 
四
日
が
最
少
で
、
熟
練
工
卒
均
ー
一
十
ニ 

•
.
一
 

日
、
不
熟
練
エ
平
均
十
八
>
三
日
、
全
體
と
し
て
ニ

十
日
前
後
で
あ
る
。

;

:

パ.

;

一
般
日
傭
勞
働
者
勞
働
日

數
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月
平
均〕
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篇

條
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で
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ぃ
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i

i

l

l

lし
め
！

し
、
着

の

I

霧

！

隹

に

乜

M

て

こ

i

る
。
併
し
I

I

通
じ
て
、
I

I

ば
十
1

中 

の
f

 

i

に
次
ぎ
、
擎

均

は

十

I

f

つ
て
、
他
i

l

l

合
し
て
I

こ 

?

^

p

る

も

包

含

し

て

f

、
そ
れ
は
I

丟

數
h

共
に
略
f

し
く
一 

時
間
で
あ
f

の
が

最
も
多
い
°-
そ

の

結

艰

贤

際

勞

働

時

邸

は

熟

練

エ

九

時

間

：ニ

十

四

分

、

不

熟

練

H

八
時
問
四
十
二
分
と
な
り
、
平
均
八
時
間
五
十
六
分 

乃
ち
大
凡
九
時
間
と
な
る
。

：

次
に
平
句
賢
銀
.は
煉
瓦
1
4
.の
日
收
ー
一
圓
六
十
錢
を
最
高
と
し

"
ペ
ン
キ
エ
、
敷
物
張
、
植
木
職
等
の
一
一
圓
.三
、
四
十
錢
が
こ
れ
に
次 

ぎ
、
鮮
人
土
工
の1

圓
十
九
錢
が
最
低
で
^
る
。 

.

.

1

般

日

傭
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働

者

平
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'
一
•
五
一 

熟
練
エ
の
賃
銀
平
均
一
圓
八
十
，5

が
不
熟
練
工
の
一
圓
三
十
.六
錢
^
比
較
し
て
著
.し
く
良
好
で
ぁ
'る
の
.は
當
然
で
ぁ
'る
が
、
'熟
練 

X
の
41
に
於
て
も
太
ェ
の
平
均
賃
銀
が
内
澠
人
土
エ
、
建
築
手
傳
の
そ
れ
ょ
り
も
劣
9

^
ゐ
る
0
は
、：供
給
過
.剩

忙

遞

く

の

で

ぁ

る

.。 

尙
一
般
に
_

は
經
濟
界
の
不
況
が
觀
と
な
る
に
伴
れ
て
'漸
次
低
落
の
步
個
^

て
ゐ
る
。
'.商
エ
省
の
賃
銀
統
計
月
報
に
ょ
る
も 

:

昭

和

ニ

争

六
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六

四

(

一
八
六
ニ)

ず
、
悲
慘
な
る
生
活
を
辛
じ
て
營
む
に
も
不
足
勝
，で
あ
る
.o 

:

:

,
 

' 
.、，、
 

、

彼
等
の
質
#
の
支
拂
方
法
に
就
て
見
れ
ば
、.
不
熟
練H

に
對
し
.て
は
每
日
拂
も
行
は
れ
る
が
最
も
多
く
は
月
末
拂
で
あ
る
o
尙
こ
の 

.
場
合
に
も
旣
に
述
べ
た
る
頭
S

I

て
注
意
を
拂
は
な
く
て
は
I

ぬ
。
大
工
、
石
工
、
春

等

Q

藝

H

た
i

傭
勞
働
者
に
あ 

り
て
は
多
く
の
♦
合
.
.r-
取
切
ち
出
來
高
拂
で
あ
る
.か
ら
、
頭
刎
ね
は
そ
の
標
準
眾
懷
杧
就
て
行
は
れ
、
工
事
が
特
に
入
含
要
す
る 

場
合
、
又
は
工
事
金
管
數
等
が
少
い
場
合
'に
.は
、

常

傭

.即

ち

義

拂
と
な
.
り
、
明
白
に
霸

ね
が
行
は
れ
る
。
次
に
不
熟
練
エ
た
る 

&

勞
働
箸
に
あ
り
て
は
、
殆
ん
ど
總
て
宛
額
拂
で
必
る
か
ら
公
f

l

ね
が
行
は
れ
.

る
。
例
へ
ば
建
築
手
傳
及

び

圭

の
賃
銀
と 

し
て
®
業
主
か
ら
親
方
に
支
拂
は
れ
る
，の
は一

画
一
ー
十
錢
で
あ
る
亦
、
.昂
、
，四

十

錢

：の
.頭
刎
ね
が
行
は
れ
、1

圆
八
、
九
十
錢
し
か
勞

勞
働
者
に
與
へ
ら

れ
る
も
の
は一

，

乃
至1

囵
六
十
錢
で
、
ニ
十
錢
乃
至
四
十
錢
の
.霸
が
行
は
れ
、
祭
禮
人
夫
の
場
合
に
は
隠
七
十
錢
か
ら
七
十
錢 

の
中
間
に
於
け
る
1

ね
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
三
割
乃
：至
一
一
割
五
分
の
頭
綱
ね
は
廣
齿
人
夫
の
場
合
に
も
實
際
に
I

す
る
。

最
後
に
晶
勞
働
の
從
事
す
る
業
務
は
其
性
質
^
上
か
ら
菰
々
の
.危
險
を
伴
ふ
も
の
が
多
い
。
例
へ
.ば

高

難

築

、
大
土
木
5

に 

於
て
屢
々
死
傷
を
出
す
こ
と
は
我
等
の
見
聞
す
る
所
で
あ
る
。H
場
及
び
鑛
山
勞
働
者
に
對
し
て
は
工
場
法
及
び
鑛
業
法
に
ょ
つ
て
保 

護
が
與
へ
ら
れ
た
が
、
日
傭
勞
勞
考
に
對
し
て
は
從
來
殆
ん
^j

考
慮
.が
加
へ
ら
れ
な
か
つ
た
。
然
る
に
昭
和
七
年
一
月
上
日
ょ
り
勞
働 

者

災

害

抉

助

法

並

び

.に

勞

働

者

災

害

扶

助

實

任

保

險

法

が

施

行

せ

ら
る
る
こ
と
と
な
り
、
一
進
步
を
劃
す
る
に
至
つ
^
。

.
■
.

.

東
京
市
.

|

由
勞
働
者
に
關
す
る
調
牵
”

.

三
八—

九
六
玟
：

 ̂

- 
^

0

^
 

^

0

0

0

^

.

0

^ 

六
七
丄
:3
£
ニ
頁

.
京
都
市「

日
傭
勞
働
者
に
關
す
る
.調
—

一：

一

七丨
：；K

五
.頁

：：

.三
日
傭
勞
働
者
の
生
活
狀
態
'
.

'
- 

.

.

.

.

.

.

. 

'
. 

-/
 

•
 

.
 

'
 

: 

'

「

日
傭
勞
働
I

I

狀
態
I

.
て
I

市
養
舍
次
の
如
く
述
べ
て
|

.°
則
.ち

襲

人

看

贫

十

管

1上
下
し
、
熟
練
土
の
，場
合
に
は
ニ
圓
五
十
錢
乃
至
三
圓
五
十
錢
で
あ
り
，

■

一
ヶ
月
办
平
均
勞
働
日
數
ば
1
ー
十
1
1ー'見

至

1
:
1千

音

で

|

か

ら

じ

へ
。
次
に
其
住
居
立
普
通
細
民
地
域
に
.あ
り
、

'
!
.
戶
I:
.
-構
へ
る
者
の
家
賃
痕
高
三
十
ー
窗
皙
^
^
^ ̂

普
通
は
七
圓
內 

.外
ぴ
あ
..る
。
下
宿
俾
居
の
場
合
に
は
賄
料
共
平
均
ニ
十
一
圓
.見
當
で
.あ
'り
、
木
賃
宿
の
宿
料
は
別
室
.五
十
錢
乃
至
■.七
i

ii
居
二
十 

.錢
乃
至
三
十
錢
、：

人
夫
部
屋
は
宿
料一

E
+
S

平
均
で
I

O
次
.に
飲
食
物
に
就
て
で
あ
る
が
、
彼
等
の
主
食
物
は
丼
飯
、
牛
飯
、 

.味
嘧
汁
、
：煮V

、

_
霞

、
'潢
物
等
で
あ0

て
、
パ
其
質
と
貴
と
.は
揚
所
に
ょ
り
て
非
常
に
相
興
す
る
が
、：

外
見
が
不
潔
で
惯
格
め
低
廉 

割
合
S

は
案
外
に
I

で
、
、量
i

富
で
I

I

は
論
ず
る
f

な
い
。
塗

以

外

I

低

廉

な

：一
品
洋
食
如
ら
、 

フ
つ
ゆ
物
、.鍋
類
、
へ
酢
の
物
、
刺
身
、
ね
た
等
々
千
態
萬
様
で
蒙
。
.彼
等
は
簾
保
持
の
.必
要
上
、
飲
食
物
は
必
ら
.ず
し
も
r

劣
悪 

で
あ
右
.と
I

へ

ま

。：

而
し
て
飲
食
物
費
は
朝+

五
錢
、
畫

妻

各

H
:

十
錢
f

普
通
4
し
、
最
低
は
朝
九
錢
、
畫
夜
食
各
十
霊 

'
.
.
で
f

 

o
.
最
高
は
飲
酒
を
加
算
す
れ
'ば
仲
々
の
金
額
に
へ
上
f

し
い
。
.次
：忆

健

康

狀

態

は

被

調

_

千
兰
百
人
中
、
簾
者
千
百
セ
十

.我
：幽
の
日
傭
夯
働
港
に
關
す
る
若
于
'の
#
察

六

V

 

(

1
A
1
C三

〕



我
國
の
、

=

俯

蕾

#

I
ず

暴

. 

六
山
、：

C
1

ぐ 

六
人
、
病
弱
者
H
 

;十

四

人

セ

、
，
一

割

近

く

め

割

合

を

占

め

て

ゐ

る

タ

病

氣

綴

類

は

W
騰

病

と

：花

柳

病

が

最

多

數

で

あ

，

最

後

に

彼

等

の

精

刺

生

活

.で

I

O

.

,

學

校

敎

■

方

茴

ょ

り

見

れ

ば

襄

翥

十

七

，

云

五
ノ
丨
セ.：
ン

ト
C
導

&
年
_

十
&

-
I
'
.
x
.
1

ゼ
V
欠

.
•著

.六

年
_

±-
l
K八

、C

1

の

摩

^

敎

育

程

度

は

必

ら

ず 

し

も

低

級

て

は

な

い
。

次
に
峥
好
趣
味
は
螽
戟
の
参
い
鐘
的
馨
對
象
を
求
め
る
，

の

み
.
で

、

魏

樂

と
.
し

そ

：は

眞

^

^

 

I

ぐ
、
馨
は
復
篇
俠
客
物
が
主
で
、
浪
花
節
に
‘於
て
も
同T

傾

向

，の
も
：の

が
，
5

者
の
半
數
以
上
S

十
五
i

一。ハ
丨
卞
ン
ト
が
S

無
信
仰
.
で
、'
具
體
的
信
仰
對
象
を
有
す
る
場
合
.
に
於
て
も
、
精
神
生
活
を
何
の
程 

度
ま
S

配
す
る
か
疑
問
と
考
ヘ
ら
れ
る
場
合
が
少
く
な
い
。
以
I

の
低
級
I

こ
I

察

す

べ

1

1

$

以

上

は

裘

市

の

調

茶
I

い

た

の

で

あ

る

が

、

大
阪
市
の
，調

I

ょ
れ
ば
、
日
傭
勞
馨
の
約
I

は
家
庭
生
活
を
な
し
、
七
割 

は
.放
浪
生
f

な
す
も
の
で
あ
る
が
、
'そ
の
囊
生
活
の
本
據
た
る
住
居
の
：蹇
は
一
圓
乃
：至
四
圓
五
十
錢
で
あ
つ
て
、
4

十
£ 

日

掛

、

十

日

褂

等

の

方

法

で

支

拂

は

れ

る

.。

而

し

て

室

敏

は

ー

秦

至

ニ

室

、

廣

さ

は

.六

疊

乃

至I

で
、
含

に

大

雪

家

旗

が

起 

居
し
て
ゐ
る
次
热
で
あ
つ
て
、
色
々
の
弊
素
酸
さ
れ
る
危
險
が
蒙
。
.次
に
放
浪
生
活
者
の
本
據
は
共
同
宿
柏
所
や
勞
働
下
宿
で
あ 

つ
て
*
兩
赛
せ
て
大
阪
市
內
に
：：.西
五
十
I

り
、
內
ニ
百
三
軒
は
鮮
人
專
門
の
止
宿
所
で
、
殘
の
百
四
十
八
軒
が
一
般
の
木
賃
穿 

其
他
で
あ
る
。
今

東

豐

就

て
I

靈

の
I

す
る
と
こ

ろ

に

據
れ
ば
、
宿
沿
人
中
職
業
等
を
有
す
る
者
の
六
割
督

傭

勞

働

者

で

あ

る
o

.他

の

■

に

於

て

も

火

體

爐

の

傾

向

の

あ

る

こ

と

が

想

像

せ

ら

れ

る
。
而

し

て

宿

料

は

月

平

均

雜

爵

で

翁

一

一

圓

四

十

淺

， 

借

切

で

最

低

五

圓

十

錢
.
の

勘

定

で
I

。

. 

.

.

.次
に
食
事
で
あ
る
.が
'
主
食
.物
と
し
.て
は
來
飯
、
漱
飯
粥
が
多
く
、
副
貧
物
と
し
て
は
帐
噌
汁
、
徵
庵
、
赏
ー
兄
、
大
极
、
眼
刺
、
M- 

苹
等
の
舟
菜
が
主
で
あ
る
0
米
の
品
質
の
应
否
は
直
ち
勞
働
能
率
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
顧
客
た
る
勞
働
審
も
こ
の
點
に
は
頗
る
銳
敏
な

! 

......
 

...
 

. 

.

る
感
覺
を
有
っ
て
ゐ
る
。
W
し
て
一
膳
飯
屋
の
め
し
は
.汰
盛
一
合
九
句
で
五
錢
九
厘
、
屮
盛
は
一
合
六
勺
で
©
錢
九
厘
、
小
盛
は
九
勺 

で
ニ
錢
九
瓯
で
あ
り
、
副
食
物
は
野
菜
、
魚
類
、
肉
類
、
小
鉢
又
は
皿
盛
で
普
通
一
品
最
低
四
五
錢
か
ら
最
高
二
十
錢
に
至
る
價
格
で 

あ
る
。
尙
ほ
酒
は
彼
等
に
と
り
て
は
米
飯
に
次
ぐ
^
!
品̂
で
、
こ
れ
に
ょ
つ
て
彼
等
は
心
身
兩
つ
乍
ら
の
慰
安
を
享
け
る
の
で
あ
る
o

诉
謂
坐
活
必
需
品
.の
中
に
於
て
被
膨
に
對
し
て
は
殆
ん
ど
考
慮
を
拂
つ
て
ゐ

な

い

。

難

波

署

管

内

に

於

て
；：：

俯

勞

働

者

の

住

宅

兰

十

.-
 -

 

♦

 
•

 -

 

-

 

•

 
•

 

*

 •

 •

 •

 

.

 

1

 
.

 

f

五
戶
の
.一
.戶
平
均
の
被
服
费
は
僅
に
丑
錢1

屉
で
あ
り
、
：大
阪
市
の
卞
級
衞
坐
认
.决
の
.
一
世
C
I1
J平
均
一
月
の
總
支
出
二 
■十
六
圓
七
十
九 

錢
の
中
、
被
服
.费
は
僅
に
一
圓
六
錢
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
平
均
家
族
數
五
人
弱
に
割
當
て
れ
ば
一
人
ニ
，十
二
錢
に
し
か
な
ら
な
い
。 

次
.に
彼
等
の
生
計
费
に
就
て
觀
察
し
ょ
ぅ
。
先
づ
大
阪
市
の
^
生
人
夫
三
百
人
の
家
許
を
所
得
別
に
總
括
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ

る
0
.
'.

.

.

.

.

.
 

、
 

..

ゾ

.

.

日
傭
勞
働
者
の
生
許
費 

' 

.(

月
平
均
支
出
、
軍

位

戰

(

|
|籠

^)

I
V
:
. !

月
次
§

丄
二
〇_

月
£

1
〇—

1
:
〇

圓
.

月
收
四
四I
五
〇
圓
.

炎

萍

,0
认

0
圓
 

費 

' 

目

ハ

.

I,

七
六
戶
平
均V 

'

(

七
六
戶
平
均

〕 

<三
一
一
戶
平
均
：

> 

.

a

六
戶
平
均

)
：

家

';
;

.
:
費

:

三
•

■

三 

5
 

因
i

A
s:
'

-1

四
四
，
六
六

 

o 

i
n

 

五
.
五
七
3£
r
r 

瓶

—

T
.ー
1一四：
四

-

r
A'
l
o 

五

、

：

l
r
u 
八 o

 

六 

ー|.
六
5£
三
八

•

漱

,'.

作

八

^

ー
ぃ
四
へ
看
：
一

「

ー>

八：
ニ
八
豪
、

.

二
V:

七
i

l

-

H

r

-

I

 

n
o

■ 

. 

V 

; 

*

窗

办

湿

勞

溝&

す
■る
转
千
：の
考
察

/

, 

六

七
' 

C
1

八
六
五

〕



II

I

I

ft

f tI  I

我
’國
の
0;
條
勞
働
港
に
：關
す
.?>
.若

甲
©
考
察
：

酒

'.
;
代 

鹽
醬
、汕
費 

副
食
物
费 

薪

炭

費
 

燈

火

'
费
ー 

入
.

浴
：，費 

小

.
遺 

其
. '.

V
.

他
：:

，合

.

.
計
：

1ン
四
四0 

〇
•八

五11 

三
•
四
四
五 

r

•七
ニ

九'

o
i-
l
n 四
一 

〇
•九
.一3
ハ
：

「
7

七
七
'三 

1
•
1
1
1
0
0

 

•ニ
五
•
三
〇
〇

〇 一
o 五 七 四 ニ 七 四 三 六

'
-r
七
：

1

八 

一

〇
，
九
七
〇 

.
四
丄
ハ
八
萆

?
1一
一

1 

Q

〇
丄
ハ1
1
!

7

1
八
五
へ

，
ニ •EI

八
五

ン.

T
七六

：.1

ゾ

S

H

i

o
一 .

0 五 七 三 ニ 七 四 三 五
. ■ ...'パ....' . . いv

11

•
三
1
〇

T

1

S

0

M

•
四
八
芄 

ー
す
五
芄
四.
 

o.
•
六
四一:1 

'1 

‘
S九 O

 

.
三 

*31
,
: ニ
八

ニ
-
二

塞

三
八
*
.0
:八

八.
1

0
0

'六
八
'

:
三
•六
三
四
：
 

1

•
六
〇
八 

六
‘
六
五
：
〇 

三
，
五
四-0 

〇

，
七
七3£ 

ニ 
•
〇
九
〇 

五
•
〇
〇
六 

三O
K

〇

 

四
八
•
七
五
八 C

1

八
六•六
：

> 

6
.

七

.

ニ 四
パ

ぐ

1
〇
〇

.V
治

表
.に

ょ

る

と

月

收

四

十

圓

以

上

.の

各

戶

で

は̂:
月
約
ー
ハ
圓
内
外
の
顧
裕
が
あ
る

こ
とy

な
る
：が
、
間
食
癖
と
賭
隊

滓

,c
ょr

v

て
涉

際
は
手
一
杯
.の
着
を
醫
む
.で
ゐ
：る
に
違
ひ
な
い
。'
加
之
、
月
骑
十
圆
以
上
の
：客

は

璧

0

ー
 

割
六
分
の
小
數
に
過
ぎ
ず
、
淺
の
八
' 

割
四
分
の
大
都
分
は
稼
げ
ぶ
も
貧
乏
に
追
付
：か
れ
て
る
人
々
'で
あ
名
0

沿
ほ
'

^

表
の
^

級
^

!

礙2
1

に
割
ず
る
百
分
比
を
觀
察
す
れ
■

ば
、
鹽
、
醫
油
、
燈
火
費
の
割
合
は
.
各
階
級
.

に
於
て
^
-
一
 

で
あ
る
が
、

低
の
費E

は

そ

れ

ぞ

れ

不

同

で

あ

る

。
：
其

中

先

づ

震

に

就

て

ゅ

收

入

'の

小

い

含

ど

支

涊

割

合

が

，大

..で

來

る

が

、

被
服
费
は

こ

れ

と
■

荒

入

Q

多
い
者
ほ
ど
支
遞
■

合

は

姿

f

。
米
代
は
忍

三

十

圆

十

而

の

者

®

出
P

割

合

が

最

管

多

く

な
つ

て
.ゐ
る
。
'尙
ほ
飲
食
物
費
金
體
、
乃
ち
米
、
纖
醬
油
、
副
食
のHi

書

の

.合
計
を
對
照
す
れ
ば
、
.收
入
の
大
な
る
者
ほ
ど
そ
の
割
合
が

小
で
あ
っ
て
、
月
收
五
十
画
以
上
め
實
一
ー
十
_
以
上
.：9
者
と
の
姻
に
於
け
る
差
異
は
實
に
十
贸
丨
セ
？

で
ぁ
っ
て
、
こ
れ
に
よ

C
v

て
次
入
寡
少
な
る
.者
の
.坐
.活
灘
が
忍
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

'
:
,
'

.

最
後
に
彼
等
の
寡
、
：趣
味
で
あ
る
が
、
こ
の
點
は
前
述
し
た
東
京
布
に
於
け
る
_
麼
全
然
同
様
I

つ
て
、
酒
と
煙
f

し
が
喷

好
を
|知
^
し
、
媒
樂
も
亦
同
じ
く
活
動
寫
眞
、
安
芝
居
又
は
寄
席
、
浪
花
節
位
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
信
仍
に
就
て
は
無
宗
敎
て
は
^

. 

• 

.

.

.

.
 

.

.

.

.

.

.

.

い
が
無
信
仰
で
あ
る
。

次
に
京
都
市
に
於
け
る
日
傭
勞
働
客
の
生
活
雜
で
あ
る
。
月
收
は
旣
に
述
べ
た
る
一
日
の
賃
銀
額
に
勞
働
日
數
を
乘
じ
た
も
の
で 

あ
る
が
、
義
を
通
ず
れ
ば
、
.三
十
圆
乃
至
四
十
圓
0
素
が
最
も
多
く
、
次
は
ニ
十
圆
乃
至
コ

一十
圓
の
者
で
あ
り
、
熟
練
勞
働
者
と
不 

■熟
練
勞
働
f

:
を
區
別
す
る
時
は
、
前
者
に
於
て
堂
十
議
以
上
の
月
收
を
有
す
る
者
が
_

の
半
分
I

め

る

が
''
1

後

當

於

て

は
 

そ
れ
が
僅
に
七
分
を
^
!め
る
に
過
ぎ
ず
、
S

均
I

れ
ぞ
れ
四
十
四
圆
五
士
ニ
錢
と
、"
ニ
十
七
圆
七
錢
で
t

、
全
體
の
雜
平
均
は 

三
十
ニ
圆
七
十
三
錢
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
そ
の
收
入
は
豐
富
；̂
も
の
で
は
な
く
、
多
數
の
家
族
を
擁
す
る
素
は
生
5

不
足
を
生 

じ
勝
で
あ
つ
て
、
家
I

人
又
は
麗
收
入
に
よ
つ
I

I

を
補
ふ
I

に
迫
ら
れ
る
。
而
し
1

の
金
額
I

婦
の
霞
に
よ
る 

も
の
平
$

三
圆
二
十
錢
、
主
婦
以
外
の
家
族
の
.•勞
働
に
よ
る
も
の
平
均一.1

十
圓
九
十
錢
で
あ
る
。
前
者
の
比
較
的
小
な
る
I

 

て
所
謂
手
內
職
の
域
を
泥
せ
ざ
る
が
爲
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
.者
に
於
で
は
本
格5

業
務
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
是
等
の
家
族 

收
入
を
併
せ
た
る
日
傭
勞
働
者
の
世
帶
の
總
收
入
は
幾
何
で
あ
る
力
。
そ
れ
は
次
表
.の
通
り
で
あ
る

.

日
傭
勞
働
者
队
世
帶
總
收
入
v

:

.(

m
位
圓)

.：ッ 

'

荀

'
吞

十
圓
て
十
圓
'
ニ
十
圓
一
一
孑̂

泗
十
爛
每
十
圖

$
十

晒

从

十

琴

、

傾

 

■平
均
月
耽 

摘

'
:要

'

^g

以

上
.
以
.
'上
.
以

上
.
.，

以
上
^

,

以
上
切
上

我
國e

日
锱
勞
場
に
關
す
务
干
の
.考
察
'
: 

六

九

(

ー
八
尹
七)



1

I

I

丨!:.名 .に.

：i ；i；

I

11： 
I

|

I

!；
i

I

我
蝴
の
汨
傭
-务
锄
者
^
關
ナ
る
獠
干
の
等
^'
,

:
計

.

ニ .. 

一
一 

H
C

三

三

一

五

一

八

，

六

3

七 

a 

a
/\
六
^>

hi

四

茨

•
一
 
土

I

七一

三
7
七
四 

1
1

〇
五

三

七

•〇
四

こ
れ
に
财
す
る
支
出
で
あ
る
が
、：

先
づ
收
支
適
合
狀
態
.は
單
身
者
に
於
て
は
比
較
的
餘
裕
あ
る
生
活
を
營
む
も
の
一一

壬
 
一

•

六
パ
1

セ

ン
ト
に
達
し
、
I

持
に
於
•て
は
I

に
不
f

告
げ
る
者
が
$

五
«
九
パ
丨
セ
ン
ト
に
及
ん
で
ゐ
る
。
但
し
全
體
に
於
て
は
没
入

に
應
じ
t

支
1

ょ
つ
て
切
詰
め
た
る
1

を
營
む
外
な
い
の
で
あ
つ
て
、
諸

纖

？

減
食
絕
食
と
い
ふ
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
暴

實
が
豐
し
て
ゐ
る
o
.次
に
細E

に
入
つW

詹

で

I

が
、
全
體
.と
し
て
は
裏
I

s

最
も
多
い
o:
殊
に
熟
練
工
に
あ

り

て

は

其
大
部
分
が
借
家
I

奪

あ

る

が

、
不
蠢
エ
に
あ
り
て
は
木
賃
宿
、
飯
場
、
人
夫
供

給

業

者

の

宅
に
居
住
す
る
も
の
も
相
當
多
數

に
上
？

ゐ
る
。
而
し
て
彼
等S

こ
れ
が
爲
め
に
支
出
す
る
金
額
は
平
均
九
圆
ー
一
十
六
錢
で
、
聽

H

に
あ
り
て
は
十
圓
以
上
I

拂

ふ
も
•の
•力
多

い

の

に

反

し

て

不

蠢

H

に
あ
り
て
は
大
部
分
十
圓
以
下
で
あ
る
。
倚
ほ
飯
場
儘
者
は
殆
ん
ど
全
部
朝
鮮
人
取
身
；
^

で
あ
？

、
其
飯
代
は
月
額
約
十
.五
圆
內
外
で
あ
る
。
次
に
日
傭
勞
働
客
の
住
f

關
聯
し
て
木
賃
宿
が
思
a
出
さ
れ
る
の
で
あ
るc

艰
す
及
び
大
阪k

市
に
於
て
は
現
に
議
不
可
S

關
係
が
あ
る
が
*
京
都
市
に
於
て
逢
か
趣
を
異

に

し

、

木
賃
宿
居
住
Q

H
爾
ヵ 

働
者
は
多
く
な
い
の
で
あ
る
:0

次
に
飲
食
物
で
あ
る
が
、
市
内
の
一
食
堂
に
於
け
る
調
I

橥
は
大
め
し
i

方
西
八
十
S

X

錢
ノ
小
め
し
C

I
西

十

妾

〕 

五
■

半
：
^
 

(

I

方
十
丸
1

1
錢
、
.
.

tだ
し
^

ち

赤

馨

汁

M

錢
、
刺
身(

晏

5

き
八
錢
、
煮
付
八
淺
、
M-
物
上
一
；錢

— - ；

下
一
錢
，
.日
本
酒
十一

ー
錢
で
あ
る
が
、
米
の
品
質
に
敏
感
で
あ
る
の
は
何
處
に
於
て
も
同
様
で
あ
り
、
職
業
的
に
見
れ
ば
竦
.に
仲
仕
が 

最
も
赘
澤
な
食
靡
を
攝
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
最
後
に
文
化
程
度
で
あ
る
。
學
校
敎
育
の
程
度
ょ
り
見
れ
ば
不
就
學
が
全
體
の
十
九
• 

六
。ハ
1
セ
ン
ト
，あ

る

が
-
最
も
多
數
で
あ
る
.の
は
尋
常
六
年
卒
業
者
で
三
十
七
•
七
。ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
0
嗜
好
上
.一
致
し
て
ゐ
る
.の 

は
全
體
の
約
半
數
が
酒
と
煙
草
と
の
兩
者
を
併
用
し
て
ゐ
る
畠
セ
あ
り
、
娛
樂
と
し
て
は
活
01
寫
眞
が
第
一
位
を
占
め
て
ゐ
る
。

.

苽
京
市
.「

自
€
勞
働
漭
に
關
す
る
調
查」

^
七

丄

七

1ー
頁

.

卜
大
阪
市
7

0

f

 

i

i

u

.

 二
五
二
丄
1
1〇
芄
頁
.

,
.’
.■

.

 

.京
都
市
：「

日
傭
勞
働
者
に
關
す
る
調
査
：' 
六
五
I
八
五
頁
'
'.
:

.
'

パ

■ 

' 

.
■
. 

■ 

■ 

- 

■ 

-II-'.

L

四
災
蜜
扶
助
法
と
扶
助
責
任
保
險
法

' 

. 

」

. 

.

. 

r 

- 

1 

.

. 

* 

■ 

■

,

.•
 •

 

.

勞

働

者

災

害

扶

助

法

令
:•

.

:旣
に
久
し
い
間
エ
場
勞
働
盏
と
鑛
山
勞
働
澈
の
爲
に
は
.エ

場

法

と

鑛

業

法

と

に

ょ

っ

て

.そ
の
業
務
上
の
傷
害
、
疾
病
等
に
對
し
て
保 

.

護
が
加
へ
ら
れ
、
健
康
保
險
法
に
ょ
つ
て
も
又
保
護
が
_
ぜ
ら
れ
て
ゐ
ぃ
る
。
然
.る

に

日

傭

勞

働

孝

に
.對

し

て

は

各

地

^
於

け

る

小

規

模 

の
共
濟
保
險
以
外
に
は
、
何
等
の
保
謎
施
設
が
設
け
ら
：れ
な
か
.っ
た
が
、
最
近
に
.至
っ
て
.漸

く

勞

働

胬

災

害

扶

助

法

及

び

勞

働

者

災

害 

扶
妨
赞
任
保
險
法
が
■制
定
せ
ら
れ
、
昭
和
七
年
一
.月1:

日

以

來

施

行

せ

ら

れ

、
：

.幾

分

か

と0
間

の

闕

を

補

ふ

こ

と

：
が

出

來

た

D
こ
れ
は 

,

勞
働
者
の
：業
務
上
の
傷
病
.に

對

す

る

事

業

主

の

块

肋

貴

任

を

エ

場

及

び

鑛

山

以

外

の

靡

業

ー

に

克

擴

.張
す
る
も
の
で
、
何
等
新
ム
い
立
法 

V:.

我
：國
の
R
傭
勞
働
考
は
關
す
る
若
宁
の
：考
察

'

:

.

七
，

0
1尽
六
九

)

，



1

1

I

I

I

漏 '

V
:

:'
我
s
 
日
^
 

. 

ノ 

て
.ば

な

い:.
^

秒

が
^
等
の
仂
談
法
ル
の
行
は
れ
^
ヵ
つ
た
方
面
に
^
れ
を
及
ぼ
し 

言
；ふ

べ

き

で

あ

ら

ぅ

。

..

勞

働

賓

議

助

法

は

'其
笫1

#

に
於
I

の
適
用̂

.':

第
s

'

.

.

;̂
法
は
寿
各
號.

2

,

に
該
當
ず
る_

隹

^

へ

：

.

:.一 

,::: 
V

1

土
石̂

纖
を
叔
取4

る
筲
榮
に
し
て
動
カ
若'1.
く
は
火
藥
類
を
用
ひ
、
：若^

く
は
地
下
に
於̂:

V

:.

の

勞

働

葙

を

使

旭

す

る

も

め.

■-
、

;

. 

:
:
1
., 

.

'

:

■-
:•
;

'

.

,
 

;
';
1 

V
 

-

,

1
1
:

-

土
木h

w

又
は
エ
灼
物
の
麥
叹
、
保
存
、
'

修
理
、
變
更
、
若
し̂
 

:

:

.

.

..

(

ィ)

國
、
道
府
縣
、.：市
町
村
、
又
は
勒
令
を.以
つ
て'
指
适
す
る
八
ム
共
圃
踏.の
直
營
エ—

.

(

ロ)

：
證

、
軌
道
、
若
し
く
は
歷
の
運
輸
事
業
、
又

は

產

、
電
氣
、
若
し
く
は
瓦
斯
の
事
業
を
營
む
若
が
、
其
の

_

の
‘爲
め
に
す 

る
直
營
工
事
。

C
C

興
の
他
のH

•
に
し
て
勅
令
の
定
む
る
規
模
の
も
の 

三
：
鐵
道
収
通
、
治
し
く
は
索
道
の
運
聲
槳
、
又
は
，一
定
の
路
線
に
依
る
自
励
素
麗
事
業 

'
四
、
盤

ょ

I

し
く
は
船
舶
.へ
の
貨
物
の
積
御
の
事
槳
、
盡

、
波
止
磁
-
肇

場

、
若
し
く
は
倉
庵
に
於
け
る
貨
物
取
扱
；の
_

、
又
は 

f

ノ
鑛
山
若
し
く
は
土
石
砂
鑛
を
踩
取
す
る
場
所
に
於
け
る
貨
物
積
卸
の
_

に
.し
て
、
動
力
に
ょ
る
起
S

、
昇
^

ノ
揚
笊
機
を
用
ふ
石
も.の
、
又
は
常
時
十
人
以
上
の
勞
働
者
を
使
用
す
る
も
：の

'

'

.

 ̂

i

i

0

m
,

^

l

n

主
務
y

r

は
前
項
の
规■

該
當
せ
ざ
る
土
石
砂
鑛
を
緩
す
る
_

及

び

屋

、
波
止
場
、
議

場

、
.又
は
倉
旗
に
於
け
る
貨
物
取
扱
の
議

.

,

第

一

條

第

一

項

第

一

ー

號

(

ィ

)

の
公
共
團
體
と
は
如
何
な
る
も
の
を
指
す
か
。
そ
れ
は
市
町
村
等
の
組
合
、
水

和

組

合
4

対
皸
S

對 

合
等
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
.
.點
に
就
て
は
施
行
令
第
一
條
に
そ
れ
を
次
の
如
く
定
め
て
ゐ
る
。

：
1
、

府
縣
組
合
、
市
町
村
f

、.，
市

町

村§

區
、
學
區
、
並
に
町
村
制
を
施
行
せ
ざ
る
地
I

け
る
町
村
に
难
ず
べ
I

の
及
び
興
紐
含
、

ニ
、
水
利
組
合
聯
合
會
及

.び
北
海
道
土
功
組
合
、

. 

•

三
•

耕
地
整
理
紐
合
及
び
土
地
職
劃
整
理
組
合
並
に
其
聯
合
會
、
 

•

而
し
て
第
一.項

第

一

興i〕

の
工
事
は
土
木
建
築
工
事
の
太
部
分
を
指
し
、
こ
れ
i

し
て
は
施
行
令
第
一
一
條
に
次
の

I

が
あ
今 

(

G-
の

ま

罢

の

氨

の

.一

に
該
當
す
る
規
模
の
も
の
と
す
。
但
S

.九
米
未
滿
に
し
て
且
つ
建
築
面
積
善
三
千
平
方
米 

卜

，の
趄
築
エ
.
を
除
く
。:

::
;-
:
,

-

_

-*

、
墙

勞
®

延
人
員
千
人
.以
上
-
の
も
の

_
1
1
、

請
負
に
依
る
も
の
に
し
て
謂
負
金
額
1

满
圓
以
上
の
も
の
、

r

美

火

顏
.

1

に
依
|

轉
す
|

械

摄

運

寒

要

供

す

る

霍

用

ふ

る

、
袅

し

5

用

霞

I

人
員
—
^

.危
險
な
る
作
業
に
付
て
は
小
規
膜
の
も
の
に
も
適
用
す
る
：こ
と
と
し
た
が
^
そ
れ
で
も
ま
人
復
三
百
人
未
观
の
エ
事
に
は
適
用
出
來 

な
い
。
勞
動
I

議
の
見
地
ょ
り
謂
へ
ば
規
模
の
如
何
を
問
は
ざ
る
べ
き
で
あ
ら
ぅ
が
、
運
叫
上
に
於
て
は
5

の
標
準
を
設
け
て
制 

李

る

！

も
屯
む
を
I
s

あ
ら
ぅ
。
尙
ほ
扶
助
法
笫一:

條
1
^

.

.

.
V 

.

.

.

.

.

.

. .
 
. 

.

.

.:

.-

一
 

：

.

•
 
- 

.

.

.

.

■'.

-

'
大
臣
0

權
能
を
以
て
&

^

法
律
を
適
用
.し
得
る
途
を
拓
ひ
た
の
で
あ
る
0

.

.
:.
■

,
,
.■

.bill 

2.

八
.七
'IV

.

.我
國
の
日
.

勞
働
港
に
關
す
る
若
1千
'の
考
察
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..

我
阈
の
日
傭
勞
：働
渚
に
關
す
る
若
午
の
考
—

：

'.
七

四

2

へ
七
JG

:
扶
助
法
第
ニ
.
條
に
は
次
0

規
觉
が
ぁ
る
0

'

,

パ

囊

I

勅
令
の
i

る
所
に
依
り
勞
雪I

I

負
傷
し
、I

f

又
は
死
亡
し
たI

合
に
於
て
、
本
人
又
は
其
遺
族
、
若
し
く 

，
.

は
本
人
の
死
亡
當
時
其
の
收
入
に
依
り
组
計
を
維
持
し
た

.
る
者
を
扶
助
す
べ
し
。
 

，

こ
の
規
定
は
事
證
の
扶
i
f

定
む
る
极
木
規
定
で
ぁ
っ
て
、
缺
助
義
務
は
業
務
上
の
傷
病
の
場
合
に
發
生
し
、
扶
肋
を
受
く 

へ
f

の

は

嘗

賓

る

こ

と

I

に
し
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
勞
働
者
と
は
如
何
な
る
'#
を
f

かC

そ
の
範
圍
如
何
に
就
て
は
、
抉

s
f

砻

令

i

等

蟹

I

。
そ

れ

ら

空

て

包

括

し
f

し
.

て

霧

所
I

暴

質

>

1

小
^

s

m

れ
る
。
職
貝
#

て

は

現

蕾
I

す
I

り

こ
れ
を
含
む
急
と
解
釋
f

t

下
請
負
人
は
原
則
と
し
て
勞
働
奪
は
な
い
が
、
現
I

I

す
る
場

合

に

は

矢

f

f

 

含
ま
れ
る
で
あ
ら
ぅ
。 

f

扶
助
義
務
を
负
ふ
著
は_

主
で
ぁ
.

る
。
事

業

主

と

ぃ

ふ

觀

絷

は

傭

奢

い

ふ

觀

含

絶

る

廣

汎

で
I

、而
し
て
I

卞
は
n
 

I

t

l

o

そ
れ
に
就
て
は
扶
助I

I

以
下
i

t

l

が

ぁ

ぞ

ぎ

依

り
f

童

r

f

;

丹
し
i

を
f

の
で
t
、
f
 I

f
 

i

i

れ
l

i

、
元
1

蓮

I

I

I

り
、

又

は

下

請

負

人

！

業
主
と
認
め
ら
れ

I

合
i

じ

、

注
文
f

議

f

i

認
め
ら
れ
る
場
合
も
生
ず
る
の
で
ぁ
る
。

。

j

業
主
と
は
勞
馨
を
使
用
し
て_

爲
す
も
の
を
謂
ふ
。
但
第

1

1

一’ 
I

I

〕

の
5

の
|

又
は
ー
部
が
數 

含

r

を

f

l

さ
る
る
場
合
に
於
て
は
、
.

元
請
黄
人
を_

負
ひ
た
る
工
事
に.付
囊
主
と
す
。
 

•

前

頌

霧
I

於
て
元
寶
人
_

f

 

i

慕

i

負
人
を
し
I

を
引
，

し
i

l

l

請
負
人
I

菇

、

.

貞
ひ
た
る
エ_
 

に
付
琪
槳
虫"h
す 
9

'

(

後

略)

：
'
.
.
,
ン

 

_

.

'

:

第
四
條
、
第

，

1

條
第
一.
.
項
第1

戤
又
は
第
四
號
の
祺
荣
が
翦
ら
同
ニ
の
注
文
考
の
注
文
に
依
り
爲
さ
る
る
も
の
な
る
，

I

は
其
注
文
若
も
亦
其
辦 

業
に
：付
辦
業
主
と
す:°
ハ
後
略〕

'

:

:

 

.

:
'

靡
業
生
が
扶
助
義
務
を
負
ふ
の
は
業
務
士
の
傷
病
と
こ
れ
に
.依
る
死
亡
に
限
ら
れ
る
の
_で
あ
る
が
、
業
務
上
の
疾
病
に
就
.て
は
疑
義 

の
坐
ず
る
こ
と
を
砠
り
、
施
行
令
纸
三
條
に
こ
れ
^ -」

列
擧
し
て
^

! »
'

な
，ら
し
め
.
て
.ゐ
る
。
：こ
れ
は
從
來
鑛
業
法
に
於
て
業
務
上
の
疾
病 

に
關
す
る
規
宠
を
有
ぜ
巧
不
便
が
尠
く
な
か
つ
た
の
に
鑑
み
た
る
結
果
で
あ
ら
ぅ
:0
,
:
:

•

ー
、
，貨
傷
に
因
り
發
し
た
る
疾
病
， 

_ 

* 

•

ニ
、
興
物
に
因
る
眼
疾
組
'

重
跫
物
體
の
取
扱
に
闪
る
腿
鞘
炎
、
其
他
災
害
に
因
る
疾
病
、

'

•

三
、
涛
性
、
劇
牲
义
は
刺
戦
性
料
说
に
因
る
中
漭
症
、
：又
は
皮
腐
若
し
く
は
粘
膜
の
障
碍
"

,•
.

.

'

,

.

.

:

四
、
氟
齡
の
急
激
& '

る
變
化
に
闪
る
疾
病
、

•

 

:
.
:

 

.

 

.

.

.

'

五
’

有
害
な
る
光
線
に
因
る
腿
瘐
忠
、
.

.

；
.

へ

.

V

-

:

.

六
、
邦
他
肉
務
大M

か
指
定
す
る
疾
き
ノ 
-

;•
:

; :
(

■扶
助
の
內
容
に
就
で
；は
抉
肋
法
忙
砗
勅
令
の
觉
む
る
と
こ
ろ
に
依
り
し
杏
し
：
v'-
:

l
#
'を

施

行

令

攝

つ

：
て

ゐ

每
f

し
セ
旅
行
令
笫
い 

1!
]
1條
以
.下
：に

就

て

双

れ

ば

ハ

ナ
0
:
1

)

休
業
扶
助
料
、(

三〕

障
害
扶
助
料
、.(

四5

遺
族
狭
助
料
、C

五)

缒
祭
料
、
.

(

六)

打
切
扶
助 

料
、(

七〉

歸
鄕
旅
費
の
七
種
で
あ
る
。
大
體
に
於
て
.工
場
法
等
'の
，定
む
.る
：と
：
こ

ろ̂
類

似

し)

て
^
る
が
、#
來

運

相

上

不

便

の

あ

つ

た

. 

點
を
改
善
し
、
又
保
護
を
厚
.く
し
た
と
と
ろ
も
あ
る
0
例

へ

ぱ

エ

場

法

は

休

業

西

八

十

|:
|
-を

超

ゆ

：る

場

合

に

黯

料

額

を

減

少

し

た

が

、

我
國
の
：

it

傭
勞
働
教
に
關
す
る
若
千
の
考
察
；
 

七

龙

ン

2

K
七
a



パ
：.

'

:
满

.

ハ 

i

、

：

.

 

：

a

i

s

 

こ
の
抉
取
沒
に
於
て
は
こ
れ
を
廢.め
た
o

to

し
病
院
■

容
U

被
抉
_

荽

時

一

袅

、
.；株

肋

料

顏

書

分

宝

定
 

焚
I

抉
I

め
I

f

 

S

場
法
妹
I

l

f

た
が
、
溶

馨

日

分
I

I

 
ニ 
l

i

囊

I

I

慕

f

i

l

l

切
扶
I

義

療

,

1

亡

年
を
經
述
す
る
と
七
が
必
要.で
あ
る
が
、

:

こ
の
狭
助
法
.

に
.

於
で
味
_

限
を
短
_

し

弋
1

^

年
と
，し

有

君̂
 

で
あ
ら
ぅ
が
ぃ|

的
傷
病
t

す
f

の
で
あ
S

气

勞

働

者

の

利̂

故
に
と
の
點
は
例
外
で
あ
る
と
考
へ
る
^

全
體
に
於
て
は
こ
の
抉
助
法
は
斯
ぐ
し
て
他
の
保
護
施
設
と
の
關
係
を
考
慮
し
、
保
護
を 

1
:

勝
明
確
に
し
足
つ
公
平
な
ら
し
む
る
こ
i

期
し
た

0

次
运
行
令
第
四
條
以
下
I

萃
し

や

ぅ

。

證

條

、
勞

馨
I

し
又
は_

に
|

 
I

き

は

、

用
を
以
？

し
、又
は
瘀
養
に
I

な
る
I

を
負
陰
す

t

。

.
/

■

、

第

す

條

勞

禦
&

S

め
勞
務
に
服
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
に
因

o

賃
金
を
受
け
ざ
る
と
き
は
、
擊

證

勞

働

者
Q

_

中
一
日
に
付
標
準 

賃
金
西
分
の
六
十
の
休
業
抉
肋
料
を
茭
給
す
べ
し
。

(

後
略)
 

r

勞
働
者
を
病
院
に
收
容
し
た
る
場
合
に
於
で
、
本
人
の
收
入
に
因
り
坐
計
を
維
持
す
る
も
の
.

I

と
き
は
、
；
休

業

扶

肋

乾

は

標

警

金

の

W
分

の

■
—*

一
十
と
す
0 'V. 

.

.
第
六
條
蠢
表
の
負
傷
义
は
疾_

癒
し
た
る
時
に
於
てS

障
碍
存
.

す
る
と
き
は
、
讓
主
は
別
表
に
揭
ぐ
る
區
別
に
K

り
馨
扶
助
料
を 

支
給
す
べ
し(

別
表
锊
略4

第
七
條
、
勞
働
鋈
大
な
る
過
失
に
因
り
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
罹
り
、
暴
業
主
其
事
實
に
付
地
方
長
官(

東
京
府
に
在
り
て
は
麗
總
監
以

下
之
に
同
じ
 >

の
麗
を
受
け
た
る
と
ぎ
は
、：■休
槊
抉
肋
料
及
び
障
害
扶
肋
斜
は
之
を
支
給
才
る
こ
'と
を
要
せ
ず
。

..

.
;■
■
. 

V 

:

、
 

第
八
條
、
努
膨
教
死
亡
し
た
る
と
1
は
"
顏

主

は

造族
，
又
は
勞
働
裳
死
亡
.當
時
霞
人
运
り
坐
計
を
雜
持
し
た
I

に
、
_

貸
金
三 

苗
六
十
日
分
の
逍
族
扶
肋
料
を
交
給
す
べ
し
0

第
九
條
、
勞I

死
亡
じ
た
る
とI

、
_

主
|

祭
を
行
ふ
遺
族
、
又I

働
者
の
死
亡
當I

收
入
に
依
り
鮮I

持
し
た
る
言
し

て
_
-̂
-
.を
-̂
;
-ふ
教
に
、
ー
賃
免
三
十
日
分

(

其
金
額
三
十
 

•

第
竿
一
條
、
第
證
條
の
一
規
®

に
依
*

^

扶
I

受
か
、'

i

健
康
保
險
法
に
依
り
療S

給
付
若
し
く
は
療
養
費
の
支
給
を
受
く
る
勞
働
表
、

I

 

诏
瞥
ー
年
を
經
過^/
る
も
負
騰
又̂

疾
舞
敌
癒
せ
ず
る
と
き
は
、
：事
業
、糧

賃

金

警

：四
十
日
分

(

第
七
條
の
場
合
に
於
て
は
ニ
百
七
十
日
，
6

 

.0

打
切
抉
肋
料
を
支
給
し>

以
後
前
七
條
の
規
定
に
侬
る
抉
肋
爲
各
ざ
る
こ
と
を
得

。

.'
'

1

.-
,

-

'

:

:

.

"

第
十
二
條
、.別
■

八
級
以
上
の
.障
瀵
肋
料
晋
打
切
扶
肋
料
を
■

.

V

.

:

而

し

て

是

等0
抉

助

料=(
0

支

給
_
關
し
て
は
第
十
條
の
規
觉
が
あ
る
:0
そ
れ
に
ょ
る
^

:

,

:

'

:

第
十
條
、
I

條
の
規
窗
依
り
本
人
に
支
給
す
る
費
用
及
び
体
業
抉
肋
料
は
每
月.一,

囘
以
上
之
を
支
給
す
べ
し
。
但
本
入
の
印
出
あ
り
た
る
と 

.き
は
每
月
，

i:;i

囘
以
上
.之
’を
支
給
す
べ
し
。

,

:

'

'

障

震

劢

料

象

爾

魯

翁

汉

は

議

め

治

癒

後

薄

介

く

泛

を

支

穿

べ

^

:

^

^

.

 

.

ノ
ン
：

：

：

'

遺
族
抉
肋
料
及
び
■

料
は
焭
働
教
の
死
亡
娘
蘑
な
べ
.春

支

摯
 

最

後

め,

影

：漏

管i

肋
義
務
が

.あ

今
i

法

ば

官

業

麗

て

：_

濟 

合

：
に

._

業
_

袂
册
：■

ど
资
断
じ
で.奮

9
«
肋

法
|€
.
雰

も

同

基

.我
：國
呤
口
傭
努
锁
教

fc
rl
:
す
る
若
千
の
考
察
:

.

七
.

p
 ノ 

i

o



.

我
抝
の
"
俯
|
働
#
に
翩
す
.

.
平
の
泰
«

勞
I

災

霖

隻

截
l
_
i

農

舍

lil_
 

I
f
.

於
|

義
^
,
證

し

地
方
長
f

許
i

:

f

 

l、

i

l

l

f

 

I

す
る
i

f

 

て
：へ
こ
ォ
に
相
厚
逢
令
の
猶
■

す
こ
と
崖
f

 

I

'

し 

I

)

_

_

I i
_

謹

•

■
V,

 

'
へ
'
-
-
:
:
.
'
: 
: 

■. 

.

• 

, 

.

.

.

.

.

. 

.. '
•■•
:
;

 

.

.

.

.
-
<

勞働者災害扶助責任保險法令

.

,
爲

濱

讓

助

法

i

l

働
者
I

抉
I

任
保
I

f

。
i

令
I

l

l

f

 

f

あ
る,

 

ら

I

秦

の

，1

ぁ
る
I

ふ
べ
き
で
案
が
、
養

主

g

助
.資

任

に

對

す

る

保

險

嚴

格

な

I

義
に
於
て

I

I

黛

.へ

含

I

當
I

。
.こ
._

が
何
f

革
つ
た
か
9
こ
れ
に
就
て
.は
主
と3

て
次
の
.四
.つ
：の
.理
由
が
|

.
ら
れ
る
、

.:

.
1

勞
傲
卷
に
對
す
る
給
付
を
敏
活
に
す
る
爲
め
、■

.

ニ
.

矿
業
費
ゆ̂

約
を
圖
る
爲
め、
.
.
.
. 

..'匕
':：.:：.

' 
.
V
';:..

三
、
保
險
金
請
炎
の
赏
際
上
.の
便
.
®多
き
爲
办
*■
:
て
' 

こ
^

」

：
;
.
:

—

.

'四
仔
意
保
險
が
我
が
國
の
.土
木
_

請
負
業
^
の
現
狀
に
適
當
な
る
爲
め
、

, 

'併
し
ヤI

險
f

I

f

金

式

と

な

る

場

合

に

は

、
矢

張

本

格

的

の

I

保

險

I

。 

勞

働

责
■

助
I

保
I

と
I

行
令

と

に

依

れ

ば

、

こ

の

保

險

暑

取

极

も

の

は

勞

働

f

眞

助

法

、
工
場
法
、
又

は

暫

法

の

適

g

を
受
け
る
S

主
.

の
挽
助
資
任
で
I

ひ
而
し
て
扶
助
,

一
條
第
一
：_

ニ
號(

ハ)

即
ち
土
木
翁
築
X -
事
に
仗
て
ば 

^

_

的
に
加
人
せ
し
め
て
ゐ
る
。
こ
.の
場
合
の
保
險
契
約
素
は
泰
業
主
で
あ
り
、
又
或
場
合
乃
ち
乱
^

^

負
の
學
合
に
は
元
^
負
人
で 

あ
る
。
彼
等
は
原
則
と
.

し
て
工
事
聞
始
前
十
四
口
前
ま
で
に
保
險
契
約
を
中
込
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

人
法)

第1.1

條
、
勞
働
靈
囊
肋
責
任
保
險
に
於
て
は
勞
歡
者
災
襲
助
法
、H

場
法
' 
又
は
鑛
粢
法
建
く
扶
肋
？

を
保
險
す
る
も
の
と
マ

- 

- 

,

.

(

後
胳〕

•

,

ノ 

C

法
I

一
條
、：
勞
働
資
翼
肋
法
第
一
議
一
一
項
第
一
一
號
ハ
ハ
リ
の
妾
の

_

主
及
び
勅
令
の
定
む
る
議
主
は
、
政
酧
と
保
險
契
約
を
締
結

す
べ
し
。
但
同
法
第
三
條
第
ニ
項
の
場
合
に
於
て
は
元
請
負
人
に
.於
て
保
險
獎
約
を
締
結
す
べ
し
。

.

:

C

令)

第
.

一

條
、
勞
働
赛
■

肋

霞

保

險

に

付

す

る

事

業

は

，、
努
働
褒
災
害
扶
肋
法
第
一
條
第
一
項
第
一
奏
ン

〕

の
エ
事
と
す 

.

前
頃
の
.

H

事
の
I

卖
籠
賓
害
扶
助
法
第
I
I
第
一一.

項
の
場
合
に
於
て
..は
：一I負

：-<:

た
る
雄
■

里
事
の
開
始
前
十
四
日
ま
で
に
保
險
：
 

契
約
のt

込
を
爲
す
べ
し
。
但
巳
む
こ
と
得
ざ
る
場
合
に
於
て
は
、：
其
後
に
於
.て
保
險
齡
約
の
申
込
を
爲
す
上
と
を
妨
げ
ず
。

.

保
險
を
付
す
べ
き
囊
の
種
類
、
保
險
す
べ
き
扶
助
責
任
の
範
圍
及
び
保
險
料
率
、
保
險
料
納
付
期
日
、
其
他
F
險

和

に

_

す

る

第 

項
に
就
て
は
、
勒
令
を
以
つ
て
定
め
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
施
行
令
第
二
條
以
下
は
こ
れ
に
■
す
る
規
定
で
あ
る
。

第
二
條
、
保
險
ず
べ
き
扶
肋
責
任
の
齙
圃
左
’の
如
し
。

I
、

療
養
費
中
十
圓
を
超
ゆ
る
部
分
、
 

>

I

I

、
休
業
扶
肋
料
中
八
日
以
後
の
休
業
に
付
支
給
す
る
部
分
ノ
.

.

.
''

;

.

.
m
、

障
齊
抉
肋
料
、''
■
, 

一
 

T
 

- 

四
、
遺
族
扶
肋
料
、
 

,

我
.阈
の
ロ
馨
働
者
に
關
す
る
華

の

考
察
' 

;
 

七

九

(

7

七r
)



:

我
：

M

の
：日
僻
勞
働
游
に
關
す
る
若
千
：の
考
察

，

. 

八
0 
.

2

\
七
'
ノ
 ：

'

5£
>
打
切
抉
肋
料、
：
,

;

.

' 

:

•

:

s

一
條
、
：：

號

の

療

證

の

脑

闻

は

左

に

揭

ぐ

る

廳

の
®:

用
と
す
？

1
、
診
:1
—

靈

；杧
_

な
蓄
斷
書
、.'意
見
書
等
め
作
成
を
含
ぢ 

:

•

11、
潔
肩
叉
は
治
療
材
料
の
支
給

；
.

.
一一

1、
.

處g
及
び
竽
術

C

齒
科
補
綴
を
含
む

>

•

.
四
，
物

理

的

治

療
/

:

:
'
M、
：
病

院

收

锊.

ベ L
c
、
..—

C 
後
略
：
^
.
'
:

'

'

く 

：

.

* 

•

こ
■

被
れ
仗
扶
J

ぼ

義

に

對

与
_

が

菜

れ

る

の

で

,

。

輕

微

I

扶

助
摄

險

の

範

圍

外

に

置

傷

病
 

後

言

以

内

意

業

抉

肋

料

、

'
十
圓
以
內
の
療
證
、ソ
ーl

_

i
料
0

し
て
i

 

に
a
.て
は
第
泰
に
列
擧
し
た
.
2

よ
り
音
で
の
.療
養
ば
政
府
が
承
^

力
て
こ
れ
を
受
け
さ
せ
た
る
場
合
に
服
り
、
.回
か
ら
.七
ま
で
は
總
て
政
府
の
承
認
を
受

け

た

る

も

の

こ
れ
は
徒
に
、J

 

以
上
の
疲
资
を
划
へ
る
こ
:^
を

制

限

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

)̂
.る
0 

次
に
^
險

期

間

の

定

が

施

行

令

笫

五

條

に

，
ぁ

る

9 

第
五
條
、
保
險
期
間
茔

事
の
開
始
よ
り
終
_

で
と
t

徂
エ
I

始
後
保
險
料
0

|)

の
拂
込
を
爲
し
た
る
も
の
に
付
て
は
拂
込
の
翌
日
よ

‘
，.保
險
來
の
決
泰
最
■

な
る
問
題
で
ぁ
る
o
.社
禀
險
に
於
て
は
支
拂
れ
た
る
賃
銀
■を
_

と

し
て

保
險
料
を
定
め
含
^̂
^

で
t

か
土
木
建
築

H
.

奢
に
於
て
は
個
々Q

勞
働
者
の
.賃

銀

を

智

I

は
極
め
て
困
雛

で
あ

名
。
そ
^

.

.
第
六
.
條
、:.
保
險
料
.

は
左
の
金
課
と
す'°
-'
.

.

.

:
”
4

、

■

負
金
f

淀
あ
るH

事(
H

作
物
破
壊H

i

除
く)

に
付
て
は
瞿
籴
雙
保
險
料
率
を
乘
じ
た
る
辩
一

 

、
.

-
 

1〗、

前
號
以
外
の.
エ
#

に
付
.

て
姊
勞
働
漭
の
貨
金
總
倾
に
保
險
料
淨
を
驰
じ
た
る
热

、

.

.

.政
府
は
請
負
金
額
I

I

H
都
に
.付
1

、
興
材
醤
が
法
文
敦
ょ
り
支
給
せ
ら
る
る
I

、
i

の
■

に
因
I

頃
第
一
號
の
规
责
因
る 

こAch

ぞ
適
當
な
ら
ず
と
認
む
る
と
.き
は
、
同
頌
第
ニ
號
:̂
规
定
に
依
り
保
險
料
を
定
む
る
て
と
を
社
。(

後
略) 

.

.

.

.

.
施

行

令

第

九

條

に

：は

保

險

料

率

の

：
決

定

は

内

務

大

I

橄
眼
で
あ
る
ど
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
土
木
建
築
工
事
に
於
け
る
伐

險
鮮
率
は
次
表
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
實
際
の
統
計
に
七
割
の
安
全
率
を
見
み
鮮
^
立
金
及
び
穿
務
费
と
し
て
各
々
へ
i

を
；
^

. 
一..：■ 
■ 

/
. 

;

.

し
た
る
も
の
.で
.：あ
る
;0
,

-.
.
.
.'.,

マ

:,
: 

- 

V

;•
,'
:
.:
'
■.
”
■

V

:

'

-

;

パ」

勞

働

者

災

裏

助

法

第

一
馨

ー

i

i

(

C

の

工

事

の

保

險

料

率

.
.

•

.

く

.
;
. 

.

.

.

. 

. 

..
 

:

■

V

: 
.■■■

■...

.

H

摩
の
：種
類 

謂
負
金
一
.茁
圓
當
の
保
險
斜
率

(

圓)

，
隨
.
.
道
.

(

-

H
tf
:

1
五
一
一.

1 

-

エ
作
物
の
破
壊
エ
事
 

. 

.

.

:

.
v 

-

.

.

.

I
 

建
:'
,
_
.3:.

事 

.
三
〇
：

,'
v

.

七
五
.

パ

-
V 

X 

 ̂

^

.
、\
ニ 

，
ヽ
r
.、
L
.fl
i
v

'.
-

>
«
1
.のれ
侦
勞
徽
#
に
#
す
&
.花
唯
の
4
察 

/ 

.
,
>
i

賃
金
1

圓
當
':
0

:

保
險
料
率(

厘〕

.

\

四
.五
：

へ
..
.

f

四
五

'

1

1

三

■

.

三
：ニ

:
■

プ

：
力
’

.

：

1.

三

.彳

人



:

:

_

の.
日
-

働
1

關
：す

〈

る

電

；の
_

-:
'

'

八
'

ニ
，

.

(

_

|

八
八
'

0)

,
>

面
し
て
_

金：一:

窬

當

の

保

險
料
S

，

襲

の

係

數

に

ょ

り

一

萬

圓
當
の
使
用
勞 

保

險

料

率

を

乘

じ

、

こ

れ

に

ニ

割

を

加

第

し

た

る

も
0.
1?

あ
る
0

H
瀋
のM

^

:::
'

.

贊
金
中
勞
ヵi

r
.

 

平
均
賃
金
.

建
：
築

学

•

.

'
'
' 

ニ
〇
，
 

'
7[
1
八
0
. 

•

'
:
.
.
.
、

橋

_
:
エ
::
事

. 

. 

T

S
 

隧

道

ギ

事
 

四

八

：

^
.

i

^

其
他
の
.土

木

工

事

.、

.ニ

：

へ
：
五
n
'
'
v 

T
五
〇 

，保
險
I

I

契

込

と

同

時

に
H

事
開
始
前
に
概
i

f

て
拂
込
み
'

^

事

期
間

が

1

著

超

ゆ
f

の
g

て
は
、」

1

に
一
年
分
を
^

政

府

墓

蜃

間

中

に

坐

じ

た

る

慶

に

對

す

爲

險

絮

支

豐 

,

"

S

條
、
.蕾

灣

の

_.込
を
爲
し
1

1

1

こ
と
：
1

1

1

を
除
く
の
.外
、
i

開
始
德
I

料
I

府U

拂
込
む
べ
し
。
但H

 

事〗

超
ゆ
I

に
付
て
は
、

1

2

1

の
保
翳
を

H

露

始

前

に

：拂
込
み
，
.
爾

後

靠

a

年
にI

 

の
倮
險
料:̂
典
邦
間
開
始
前
に
拂
选
む
こ

JJ

を
得
0(

後
略)
一

第
十
條
、
第
七
條
の
規
_

依
り
て
拂
込
み
I

保

險

料

が

エ

.
素

了

後

，
第

六

條

の

規

定
I

り

て

t
 

I

は
、
政
府
は
保
險
料
の
追
加
拂
込
を命
じ
、
又
は
之
を
返
還
す
。
 

：

' ,
.

记
I

ぁ

次
に
‘

政
序
は
乘
餘
激
を
保
險
奥
約
者
に
返
還
す
る
こ
と
.
が
あ
る
0

そ
れ
は
次
の
欺
合
で
あ
る
。

第

十
1

條
、
泣
の
各
號
の
條
件
を
具
備
す
る
場
合
に
於
て
1

1

 

1號

の

藝

額

の

隱

內
I

、
1

H

號
の
超
過
額
を
限
度
と
し
て

第
一
#

S

•
事
の
保
險
爵
S

保
險
S

:
一..部
■

還
す
を」

と

慕

:0
-
湯
曾
災
裏
助
實
任
保
險
法
第
霖
§

第
為
の
規
定
に
說

當
す
る
保
險
製
約
者
に
對
し
て
は
此
限
に
往
ち
ず
0 

.

。

. 

' 

‘
I
、

毎
#

難

度

囊

在

に

於

て

前

々

震

中

に

作

業

Q

終
了
し
た
るH

事

に

付

截

亂

料

總

絜

八

割

ょ

り

支

拂

保

險

金

總

額

裏

弓

き

翡

，.
餘
を
生
ず
る
-こ
と

II、

當
該
會
計
年
度
に
於
て
損
失
を
虫
ぜ
ざ
る
こ
と
、

'

前
須
’の
規
定
に
依
，る
返
還
は
各
個
の
工
事
に
付
.保
險
料
の
八
割
ょ
り
支
拂
保
險
金
額
を
控
除
し
た
る
殘
額
に
比

你
し

て
之
を
爲
1

(

後
略〕

保

險

金

受

取

人

は

原

則

と

し

て

保

險

契

約

者

で

あ

る

。
但

下

請

負

人
.が
保
險
金
受
取
人
た
る
■
こ
と
も
あ
•
り
、
.又

特
別
の
場
合
に
抉

助

'
+
.
+
. 

+ 

+ 

■

-
 

. 

-
, 

■

?
.
.
.
.
.
.
.
.

 

.

を
受
く
べ
き
も
：の
乃
ち
勞
働
者
又
は
其
遺
族
等
が
保
險
金
の
支
拂
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
。
.

C

法
：第
四
條
、
保
險
契
約
者
を
以
つ
て
保
險
受
取
人
と
す
。
湯
條
狙
書
の
規
定
.に
依
り
元
費
人
が
保
險
契
約
を
締
結
し
た
る
場
含
に
於
S
 

叻
を
引
受
け
た
る
下
謂
負
人
を
以
つ
で
保
險
金
受
耿
入
と
す
。

，

‘

.

政
府
は
前
項
の
規
矩
に
枸
ら
ず
、
.
勅
令
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
依
り
、
扶
肋
.を
受
く
べ
き
も
の
に
保
險
金
を
支
拂
ふ
こ
と
を
得
0

C

令〕

第
十
一
一
條
、
保
險
金

.

_
人
の
行
方
不
明
、
資
力
麗
、
其
他
S

由
に
.f

、
扶
助
を
受V

る
こ
とg

難
な
り
と
認
む
る
寥
に
於
て
は
、
 

政
府
は
扶
助
を
受
く
，ベ
き
ぎ
に
保
險
金
を
支
拂
ふ
こ
と

'̂
傲
0

. 

最

後
.に
傲
險
金
支
挪
の
免
除
文
は
狨
額
を
爲
す
場
合
が
权
る
？
所
謂
吿
知
義
務
違
良
の
場
合
、
保
險
料
支
拂
の
遲
延
せ
る
場
合
、
事

-
..;
-，
 

. 

: 

.

.

.

.

. 

. 

.

.

 

.

.

. 

- 

. 

- 

.

.

.

.

.

.

. 

- 

. .

... 

.ノ
 

»
• 

•

.業
I

f

契

な

る

.

|

|

|
、
1

:
罹
|

|

|

あ
つ
'

ン
を
規
宠
.
-1
,(

^

ゐ
る
0

-:
;
.
;
;
:
.
.
.
.

フ
,

\

ン
.
.
.
：

.

.

「

4

 

v

 

„

:

へ.
.
.
.
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:

.

.

.
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'
我
國
の
日
傭
勞
働
者
-に
：關
す
み
若
干
の
考
察
'

:

.

八

三

C
1

八
八I
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我
§

F4
傭
勞
働
者
に
關
す
る
若
干
の
.考
察
：
 

八

四

(
r

八
八
3

•

L.

•;
.第
.五
條
、
.保
險
契
約
密
が
惡
意
又
は
爾
大
な
る
過
失
に
依
り
、
保
險
料
箅
定
の
德
礎
た
る
爾
要
な
る
琪
實
を
齿
知
せ
ず
、
又
は
其
琪
實
に
付
不
货 

.

.の
飪
知
を
爲
し
た
る
と
き
は
、：
政
府
は
勅
令
の
矩
_む
る
所
に
依
り
、
保
險
金
の
金
部
又
は
一
部
を
支
狒
は
ざ
る
と
と
を
得
。
•

第
六
條
、
保
險
契
約
者
保
險
料
の
拂
込
.に
付
遲
滯
し
た
る
と
き
は
、
其
の
.遲
滞
期
間
に
於
て
生
じ
た
る
珙
故
に
對
ヤ
る
保
險
金
に
# ,
て
は
、
I
1J 

<7
)
定
む
る
所
に
依
り
、
典
金
部
又
ば一

部
を
支
拂
は
ざ
る
ご
と
を
得
。

.

'

: 

.

- 

V 

第
七
條
、
保
險
契
約
密
义
は
保
險
金
受
.収
入
が
故
意
、
若
し
ぐ
は
蜇
大
な
る
過
失
に
依
り
、
又
は
勞
働
容
炎
害
扶
肋
法
、
工
場
法
、
若
し
く
太
鑛 

業
法
に
战
く
危
害
豫
防
涪
し
ぐ
は
衞
生
に
關
す
る
命
令
に
違
反
し
た
る
に
依
り
、
扶
肋
責
任
の
原
因
た
る
琪
故
を
坐
ぜ
し
め
だ
が
と
き
は
、
命
令 

の
定
む
る
所
に
依
り
、
保
險
金
の
全
部
又
は
：一
部
を
支
拂
は
ざ
る
こ
と
を
得
？
.
：

第
八
條
*
保
險
命
支
拂
の
義
務
及
び
保
險
料
返
遼
の
籤
務
は
ニ
年
、保
險
料
支
拂
の
義
務
は
一
看
讓
し
た
る
と
き
は
I

に

依

り

す

。 

こ
れ
に
關
聯
せ
る
施
行
令
は
第
十
三
條
以
下
で
あ
る
0

.

.

貉
十 
一一

0

*

勞
働
若
災
畨
扶
肋
責
侏
保
險
法
第
五
條
の
場
合
に
於
て
は
，
政
府
は
保
險
金
の
支
.拂
を
爲
さ
ず
。
但
保
險
契
約
橥：：

知
せ

ざ

り

し

-j
f

贳
を
钳
知
.し
、
又
は
不
赏
の
带
知
を
訂
蓝
し
た
る
場
合
に
於
て
、
其
後
に
生
じ
た
_る
礙
故
に
付
て
は
こ
の
限
に
在
ら
デ
0

第
十
四
條
、
保
險
契
約
I

七
條
第一

項

但

霉

規

害

遭

第n
i

以
後
の
保
險
料
の
拂
込
、
又
は
同
條
第
四
项
の
規
定
に
依
る
保
險
料
の
迫

划
柳
込
をM

滞
し
た
る
時
は
、
遲
滞
期.間
中
に
绝
じ
た
る; ^
)

^ -

に
資
す
る
保
險
金
：の

突

爲

さ

ず

。
但
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
辦
出
.に
因
る
勒
合 

は
此
の
限
に
在
ら
ず0
:
 

. 

m

第
十
五
條
*
保
險
契
約
者
又
は
保
險
金
受
取
人
、
故
意
又
は
重
大
な
る
.過
失
.に
因
り
て
、
狭
肋
實
任
の
原
因
た
る
部
故
を
坐
ぜ
し
め
た
る
と
き
は 

政
肘
は
保
險
金
の
支
拂
を
爲
さ
ず
。
'

■ 

..

第
十
六
條
、
政
府
は
寒
業
主
が
狭
.肋
を
爲
す
資
力
な
し
と
認
む
'る
踢
合
に
於
て
は
前
三
條
の
規(

疋
に
拘
ら
ず
、

保
險
金
を
支
拂
ふ
こ
と
を
ヰ
、
。

.
北
岡
壽
逸
、「

勞
働
蹇
辔
找
泐
法
淛
要
綱
忆
就
？

(

社
會
政
策
時
報
、
昭
和
五
年
八
月
號)

.
.

.

.

_

.

木
H

努
1

1

1

1

の
执
I

I

A

I

棄

興

、

■

北

阏

麗

：

「

勞
|

災
|

|

施
行
命
令
|

に
就
て

」
(

I

政

策

謹

、
昭

和

六

年

七

袅

八I
.

:

於
歸
_

1

「

勞

災

辔

扶
UJ
J

の
打
切
沏
阳
し(

时
命』

政
策
贱
報
町
ネ
ブf

ァ
,

畓

罢

爲

「

勞

蟹

災
I

肋
法
の
§

1

」
(

I

政

策

霞

、I

益
十
一
一
I

 

I

履

「

勞

響
I

抉
肋
法
の
實I

に
就
.

て」
(

I

政
策
時
報
、
昭
和
寒
十
二I
,

.

:

.

木
村
淸
司「

勞
働̂

災
鸮
狭
肋
法
上
の
諸
問
題

」
(

制

會

政

策

時

報

、

和

七

，
二

，
月

'

五
'

日
傭
勞
働
者
の
共
濟
保
險

論

 

I

I

J

I I
11
I

1 1
1

險
法
が
！

！

肇

た

が

、
そ
！

！

！

肩

^
^
^

續
く
不
沉
に
ょ
れ
、H

I

響

の
I

が
i

ょ
り
I

に
？

し

I

I

 

4

I

t

h

f

ら
t

,

た
。
こ 

■

り
、
i

讓

i

i

務
と
な
り
た
る
時.
1

市
|

日

傭

勞

響

れ
は
彼
等
|

、
警

、
死
亡
、_

龜

|

|

I

I

I

、
そ
れ
|

業
|

し
た
|

|

|

|

藝

我̂

の
：：！

肪
务
働
教
に
關
す
る
^
干
の
考
察
 

.



'
我
阈
S

•馓
勞
做
港
に
關
す
る
若
干
の
考
察

:

八

六

_ C
I

八
八
四〕

と
努
|

|

能

塞

I

I

I

せ
ら
れ
る
織
つ
,

I

f

 

に
_

か
I

る
I

f

は
f

 

I

力
1

 

に
_

s

に
失
_

險
の
計
畫
S

行

し

、
黯

セ

卖

月

「

，日

以

來

共

濟

妞

合

に
ょ
る
救

濟

を

廢

.次
，

^

ょ
つ
て
各
都
市
t

け
る
共
濟
I

制
度
の
現
■

概
觀
じ
^

 

-

.

.

:.
;:,::.、

：

：
 

冼

づ

規

約

の

：
火

綱

に

就

て

'
で

し
、
そ
の
傭
主
を
特
別
組
合
員
と
し
て
組
織
し
' 
組

貪

が

疾

病

、
奮

、
：

.死
亡
、
—

、

遇
せ
る
場
合
に
相
i

f

 

す
を
以
て
目
的
と
し
て
t

o
.
而

し

て

業

務

執

行

機

關

と

し

て

は

■

_

.
馨

等

が

.る

迦

事

'#
は
_

の
_

機
關
で
あ
0
て
、
評
議
員
會
は
理：

事
會
の
諮
問
機
關
で
あ
る
？
理
事
長(

會
長)

：
よ
神
戶
取

は

基

、
そ 

阪
市
経
會
部
長
、
東
京
市
は
社
會
葉
が
こ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
、
他
の
役
員
も
そ
れ
ぞ
れ
市
又
は
府
縣
の
官
|

、
若
し
く
は
囑
託
で 

あ
つ
て
、
顧
問
又
は
相
談
役
f

義
を
有
す
.f

 

p

も
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
而
し
て
組
合
の
日
常
の
事
務
は
組
合
事
務
所
と
螽 

業
翁
介

炅
に
設
け
ら
れ
た
る
出
張
所
に
於
て
取
扱
ひ
、
別
に
必
要
に
應
じ

て

臨

時

出
張
所
を
設

け

る

こ

と

も

あ
る
。

I

市

S

者
共
濟
翥
程(

嚣

七

年

一

月」

日

改

爆

暨

及

び

議

晶

す

る

規

著

肇
す

れ

ば

次
の
如
く
で
あ
る
。

第

十

條,'
本
會
に
左.
の

役

員

を

置

，く

。

.
■
:
■
>

:

顧
問
若
干
名
會
長h

名理事若干名監事_
名幹事若干名

.

出
張
所
_

干
名
評
議
員
若
干
名
。

第
十
.一
條
.顧
問
は
1
兄
市
長
並
に
览
京
市
助
役
の
職
に
在
る
者
を
之
に
推
戴
す
9
.

 

觀

及

.

|
は
來
京
市
の
課
長
の
職
に
往
る
者
に
貪
之
を
證
す
。

'

::

,

幹
事
は
東
京
市
の
掛
長
の
.職
に
在
る
者
亿
$

之
を
委
赐
す
。

.

出
張
所|

は
裘
市
勞
働
紹
介
置
の
職
に
花
る
者
に
會
_

を
委
曝
す
。
.

.

評
議
員
は
會
員
中
ょ
;0
€

^
之
を
委
赐
す
0

.
.

第
十
三
條
理
事
を
以
て
理
祺
會
を
組
織
し
左
に
揭
ぐ
る
S

を
議
決
す
。
；

.，

：

.

 

1

C 

.
1
、

施
設
す
べ
き
議
計
鐵 

一r 

I

び
f

 ’

一一一、
_

產
の
設
置
管
理
及
處
分
0
、
歳

亀

i

i

る
も
の
の
外
新
，

る
義
務
.の
負
擔
又
は
褪
利
の
拋
槳
瓦
、

.諸
謹
の
制
定
又
は
改
媵
，六
、
典
他
重
耍
な
る
寒 

第

十

，八

條'評
議
茛
を
以
て
評
髒
員
會
を
組
織
す
。 

'

訊
鹩
負
會
は
會
長
の
歌
問
に
答
申
し
又
は
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
を
得
。

次
に
共
濟
組
合
に
断
す
る
加
入
資
格
で
あ
為
、，朿
京
市
に
於
て
は
市
立
議
紹
介
所
の
紹
介
に
ょ
り
日
^

衆 

總
て
龃
f

t

ベ
I

f

它

、
神
戶
市
及
び
名
皇
市
に
於
て
海
働
に
適
す
る
簾
I

し
、
引
續
音
以 
>
勞
働
に
警
 

す
■

的

を

以

：て
、

市
立
_

紹
介
所
若
し
く
i

濟

組

含

定

む

義

雪

出

頭

，装

る

者

.■に
f

 

ゐ
る
。
神
戶
市
に
於
て
は
芷
I

員
の
外
£

s

員
I

め
て
I

I

れ

は

置
 

る
o
:而
レ
て
篁
資
格
を
喪
失
す
る
の
は(

j
>

死
亡
、

窖
し
た
る
時(

1
1

)

犯
罪
^

他
不
J E
-

1 7

爲
あ
り
た
る
と
き
は
除
名
す
る
こ
と
.
と

し

て

ゐ

..る

0

’

'第
霞
へ
本
#
に
加
入
レ
得
る
者
は
■

說

す

衾

た

.る
を
'要
す
。く 

こ
'
.

'

ぺ
-

j

^

®餐
思
钇
#
l>
rl
.勞
{!
■:に堪

；：

へ
得
る
者6

' :

霞

の

日

：條
勞
働
潜
.

H.

關
す
る
若
千
の
'.雲

 

：

：
：'
へ
八『

：

at



M

我
^
の
w
僻
勞
働
者
に.關
す
る
葙
干
の
，考
察

 

八

又

(
一

八
V
-
!
、
ノ

i
T,
日
傭
勞
働
に
從_す
る
_
的
ト
以
て
紹
介
所
に
引
續
き
五
日
以
上
出
.頭
し
た
る
者 

:

三
:'
*
込
當
日
に
於
て
六
ヶ
月
以
前
ょ
ヶ
本
市
に
寄
留
.又
は
本
籍
を
袍
す
る
蒋

四
ニ
ハ
ヶ
月
以
前
^
り
本
市
に
引
續
き
現
在
せ
る
こ
と
に
付
所
賴
警
察
官
鴒
の
證
明
を
有
す
る
者

五
、
國
語
を
以
て
普
通
會
話
を
爲
し
得
る
若 

——

.

第
七
條
會
負
宏
の
各
號
の
一
に
該
當
す
る
と
き
は
其
資
格
を
失
ふ
。

1
、

死

亡

し

た

る

と

き

.

.
'
•

一
一
、勞
働
能
力
を
失
ひ
た
る
參
。
但
疾
病
又
は
傷
雲
爲
めi

f

勞
働
能
力
：を
失
ひ
免
る
敬
合
は
牝
限

に̂
.

ら
ず

一
一

r

相
當
の
理_
な
く
し
て
引
續
き
十
日
以
上

.所
矩
の
紹
介
所
に
出
頭
.せ
ざ
る
と
き
。_

但
出
頭
す
る
も
勞
働
の
意
思
な
し
と
認
む
る
辨
は
出
'm

:

と

霞

.さ
ず
. 

'

'
四
、
第
士U

條(

會
費
納
入)

の
義
翁
を
腹
行
せ
ざ
る
と
き 

五
、
脫
會
の
屈
出
を
爲
し
た
る
と
き 

、

ぐ

：

第

八

條

會

員

左

の
#

號
の
ー
に
該
當
し
た
る
と
き
は
之
れ
除
名
す
0 .
.' 

i 
t

本
會
の
辦
業
を
妨
..ぐ
る
行
爲
あ
.り
た
る
と
き 

ニ
、
犯
罪
其
他
不
疋
の
：行
爲
に
ょ

0
本
會
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
た
る
と
き
：

次
に
保
險
和
で
f

が
、
.神
戶
市
に
於
て
は
組
貪
が
变
職
業
紹
介
所
を
通
じ
て
就
業
し
、
報
酬
.

|
日
六
十
波
錢
以
ヒ
を
得
た
る 

時
.
一
ロ
に
#

五
錢
を
識
ひ
、
報
酬
が
右
の
金
額
に
達
し
な
い
■
時
は
保
險
料
の
泖
込
を
要
し
な
い
I

に
な
つ
て
ゐ
るo

名
惠
市
に 

於
て
は
煨
I

幻
し
て
四
錢
を
微
收
し
，
1

市
は
馨
保
險
の
み
.に
加
入
せ
る
第
一
種
. #
I

妹
一
錢
、
災
寄
保
險
及
び
失
業
保
險

S

方

に

加

人I

第

二

種

會S

は
：I

を
微
收
す
I

I

し
て
ゐ
る
。
特
別
組
合
員
た
る
.傭
主
は
苽
京
朮
I

て
.は

七

錢

ハ

刺 

戸
市
に
於
て
は
勞
働
I

助
法
の
適
用
を
受
く
る
義
に
對
し
て
は
七
錢
、
勞
響
扶
助
責
任
保
險
法
の
適
用
を
受
く 

I

業
及
I

 

紅
の
事
蕾
對
し
て
は
五
錢
、
名
古
屋
市
に
於
て
は
四
錢
の
保
險
料
を
納
付
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
。

i

l

.
が
相
I

期
I

且
り
て
重
し
I

'
つ
I

合
|

保
險
料
の
翼
が
行
は
れ
，

は
れ
た
こ
と
1

る
た
が
現
在
は
こ
れ
I

企
し
、
現
在
も
こ
れ
I

行
し
て
ゐ
I

I

は
、
神
戶
f

れ
て
ゐ
る
。
神
戶
の
规
宛
に
ょ
れ
ば 

.

I

員
背
の
内
二
十

i

以
上
s

f

f
保
I

付
を
受
け
I

為

、
I

f

間
に
六
十
®
以
上
の
掛
金
I

し
保
險
給

, 

, 

.

.

.

. 

-

.

,
付
の
な
ぎ
も
の
に
掛
金
の
.割
ー
戾
を
な
す

と
あ
り
、
名
十
M

市
の
規
定
に
ょ
れ
ば 

‘

• I

ヶ

月

学

一

日

分

以

上

の

會

費

I

I

月
に
於
X

I
業

I

付
と
I

I

)

の
I

I

け
ざ
1

5

對
し
て
は
I

め
た
る
會
'

費
の
中
十
日
分
を
超
へ
た
る
部
分
に
爲
十
分
の
五
の
割
—

な
す

と
定
め
て
ゐ
る
。 

, 

, 

I

に
此
共
濟
I

製

I

I

る
I

給
付
i

p

何
れ
i

 

と
の
':ニ
S

大
別
|

れ
る
。
1

,

1

1
職
I

介
所
の
紹
介
f

l

し

た
る
業
突 

傷
害
、
死 

亡
S

遇
.

I
場
合
ぬ
、
讓

又

は

_

費
、
休
業
扶
助
料
、
.
_

扶
助
料
、
遺
族
扶
助
料
、
I

料
、
打
切
扶
助
料
、
I

,
費
を

、
 

、

. 

八

九

c
i

八
八
七〕

我
國
'のE

僻
勞
働
帝
に
關
す
る
若
中
の
考
察



.

i

,
の
R
修
f

濟
に
關
ナ
る
葙
千
.の
：考
祭
：.

.

.

办
Q 
:

‘

J

支
f

 

f

で
f

。
此
I

戶
：市
f

て

崖

務

I

 
■

の
へ
囊

付
金
額
は
各
都
市
に
ょ
4

そ
れ
：ぞ
れ
趣
を
蕾
■

，

が
' 
例
べ
，添

戶

市

I

で
^
 

.

扶
助
法
被
適
用
，若

'
實

任

保

險

法

被

適

用

者

其

ノ

也

:

給

付

種

類
.

業
m
m
の ;

事
故

備 :

考

全
治
迄

治

療

給

付
.

休
，築
.
抉
肋
料
.

,

錢
疾
找
肋
.
料

ニ
0

圓
|
五
四
〇
圓 

遺

族

扶

助

料

，
三
六
0

圓 

.琴

.

祭

料 

三
Q

圓 

打
切
扶
肋
料 

五
四
〇
圓 

歸

鄕
"
旅

費
.
 

實
費

1
0圓
以
內

七
日
間
一
日 

に
付
六
十
錢

三
〇
圓

實

費

，七
〇
日
間

'

七o

日
間
一
日 

,

界

付

六

十

錢

：

1
〇
圓
-
丨
ニ
七
〇
圓

■
1

五
〇
圓

三
〇
圓

實
費

四
〇
日
間

三

五

日

間

1

日 

:

に
付
六
十
錢
パ

五
圓
I
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三
五
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圓

洞
一
傷
病
及
び
之
に 

發
し
た
る
疾
病
に
付

右

同

_

實

費

乃
ち
治
露
付
は
組
合
指
宛
の
醫
者
に
.依
り
同
一
傷
病
'に

付

き

業

務

上

の

.も

の

で

扶

助

法

の

適

用

あ

る

者

に

對

し

て
は
.全
治
ま
で
、 

貴
任
保
險
法
の
適
用
あ
蕃
に
對
しW

は

十

圓

以

內

、
.其

他

に

對

し

て

は

，七

十

日

を

限

度

と

す

る

の

で
あ
る
。
休

業

扶
助
料
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を

異
に
す
る
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何
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六
十
錢
を
^
度
と
す
る
等
々
で
あV

る
。

-

蹇

市

及

び

名

堇

市

に

於

て

は

神

戸

市

に

於
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が
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れ
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ゐ
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が
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Q
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及
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摞
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篇
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付
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〇
0
圓 

一
五
〇
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付
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市
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囘
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齎
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1

1
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に
し
て
音
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^
^
 ̂

I
し
た
る
場
， 

合
に
、
そ
の
，第
.三
日
目
ょ
り
失
業
給
付
を
一
日
に
付
き
七
十
錢
支
給
す
.る
'の

で

ぁ

る

が

、

そ
れ
は
連
糖
ー
一
日
以
上
に
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及
ば
な
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o
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介
所
に
出
頭
し
た
I

嘗

勞

働

I

介
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續

三0
以
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失
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也
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こ
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絛
件
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て
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日
四
十
鐵
の
夹
業
辦
#'

だ
贫
給
す
る
0

但
.こ
：の
.給
^

上
、
十
日
間
に
四
日
以
上
に
亘
ら
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ふ
と
也
ら
れ
て
ゐ

.

る
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尙
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失

業0'
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義

は

何

れ

も

，
前

述
.の
來
京
市
に
於
げ
る
.と
大
同
小
異
で
あ
り
，
ま
た
失
業
の
原
因
が
左
の
何
れ
か
に
該
當
.す
る
も
の 

を
含
ま
な
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:

ノ

. 

*
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勞
働
钢
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雄
く
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き
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:
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:.
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.傷
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其
他
勞
働
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因
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/
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.三
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^

當
：の
勒
出
な
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し
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職
業
紹
介
所
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紹
介
の
紹
介
し
た
る
勞
働
を
担
齊
し
た
る
と
き
-

四
、
其
他
故
意
义
は
不
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爲
に
因
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認
む
る
と
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來
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名
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傭
勞
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濟
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於
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狀
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如
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ハ
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昭
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一
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千
七
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八
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千
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千
九
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1
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濟
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縮
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、
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縮
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ぐ
所
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た
る
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失
業
救
濟
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#
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爲
め
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れ
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。
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]
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於
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冬
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又
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な
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昭
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七
年
一
月
よ
り
置

霆

肋

法

の

施

行

と

共
に
、
神
戸
市
そ
の
他

す
る
扶
助
I

す
こ
I

し
，

I

s

一
錢
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內

零

s

i

i

s

l
年
下
附
1

、
累
計 

一
l

i

ま
ナ

靈

籍

塞
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。
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萬
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I
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。
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總
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.てi

i

十
七
，
六
。ハ
1
セ
ン
：ト

逢

，

1

セ
ン
ト
以
上
を
■

る
I

.

つ
た
。
次
崔
業
費
の
I

別
I

V

、；'死

亡

給

付

集

務

老

.件
乃
至
十I
仰
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付
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總
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。 

次
に
休
業
扶
助
料
は
I

總
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總
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摄
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狀
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濟
會
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賛
助
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員
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通
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員
と
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栽
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よ
り
成

る
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で
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が
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部
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部
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如
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。
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介
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介
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付
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又
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湯
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篇
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。
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績
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て
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市
職
業
紹
介
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が
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供
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請
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制
度
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弊
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を
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ふ
た
め
に
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仍
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す
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方
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、勞
傲
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す
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.
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反
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囊
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營
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澳
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介
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介
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す
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付
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滿
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叉
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。
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を
加
ふ
る
毎
に
ニ
十
日
分
を
增
し
十
年
以
上
は
ニ
百
日
分
を
.以
て
止
'む
.

：
：

,

,

.

'?
搭
及
び
-̂
:
阪
市
長
け
.る
.狀
祝
.に
關
し
.て
は
そ
れ
ぞ
れ
社
會
事
業
部
韻
’に
ょ
り
て
詳
細
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
が
、
此
處
に
は
主
と
し
て
典

.型
的
祌
戶
疖
の
琪
愦
を
叙
し
て
そ
の
他
は
1
切
他
日
に
讓
る
こ
と
と
し
た
。
諒
恕
を
乞
ふ
次
第
で
あ
る
0

:
 

• 

. 

. 

. 

. 

• 

• 

. 

'

:

H
似
勞
働
激
の
央
業
共
濟
施
設
に
就
て
、

.^

業
保
險
.が
果
し
て
成
立
し
得
る
も
の
な
り

や
否
や
、
更
に
日
傭
勞
働
者
が
央
業
较
險
の 

對
象
と
し
て
適
當
な
り
や
否
や
の
二
點
か
ら
#
難
を
加
.へ
.る
考
が
.あ
る
。
例
へ
，ば
森
田
良
雄
氏
は
次
.の
如
く
述
べ
て
ゐ
るO

英
國
.の
失
業
保
險
が
何
故
に
赤
字
k
次
ぐ
.に
.赤
字
を
以
て
し
、、
終
#
國
家
財
政
の
破
局
を
招
來
す
る
i

を
爲
す
に
至
つ
た
か
4

. 

. 

.

.

.

- 

.

.

.

.

.

.

ホ
す
れ
ば
饵
人
も
1
ひ

华

に

過

ぎ

る

の

で

あ

つ

て

、

そ

れ

は

要

ず

ト

に

本

來

保

險

の

客

體

と

な

り

得

な

い

も

の

を

客

澧

と

し

た

'̂
名 

で
あ
る
。
現
今
各
國
殆
ん
ど
例
外
な
く
實
施
し
て
ゐ
る「

非
常
:̂
-手
I」
は
何
れ
も
、
失
業
保
險
で
何
と
も
救
濟
出
來
な
い
失
業
教
を
、 

國S
t

浩
く
ほ
市
町
村Q

公
費
に
於
て
一
方
的
に
救
濟
し
て
ゐ
るQ

で
あ
つ
て
、
之
はj mj

失
業
が
深
化
す
れ
ば
失
業
保
險
な
ど
は
燒
石 

忙
水
で
、
結
局
は
國
炖
又
は
公
費
杧
ょ
る
救
濟
以
外
何
と
も
致
方
が
な
ぃ
ー
っ
ま
り
失
業
保
險
の
無
カ
な
る
こ
と
を
雄
辯
に
物
語
る
證

摩
で
.
あ
る
.

元

來

失

業
f

?

る
給
I

度
は
一
一
I

、
そ
の
一
：
は

所

謂

失

業

保

險

で
t

、
他

の

一

は

失

業

扶

助

で

あ

る

。

讲 

I

文
字
通
り
一
定
の
掛
金
を
徵
す
る
も
の
で
f

、
保

險

鑛

を
I

と
し
て
ゐ

る
が
、
|

は
國
家
、
公

共

謹

の
I

は
双 

方
の
U

偾
叉
は
抉
肋
に
依
るも
の
で
あ
る
。
ド
ィ
ツ
：の：緊
急
8

手
當
、
福

祉

救

濟

は

そ
の
適

例

で
I

而

し
て
最
近
の
傾 

向
と
し
て
は
失

業

抉
肋
に
ょ
I

t

分

呀

が

漸

次

擴

大

せ

ら

れ

て

ゐ
る
。
ィ
ギ
リ
ス
の
_

保
險
I

寶
會
の
報
當
於
て
も
こ 

f

.
種
の
制
度
を
職
し
て
ゐ
る
の
は
、
羅

_

保

險

制

度

の

沒

落

益

を

荷
力
に
立
證

し

た

も

の

で

あ

る
"

:

.

.

.ソ

V

步
f

 

:
て
失
|

險
が
可
能
f

と
し
I

、
f

て
I

 

ダ
I

が
適
當
I

:
る
：か
否
か
。
こ
れ
に
就
て
I

來

日
傭

勞

響
I

習
的
失
^

一
仃
f

す
る
の
ば
■

を
汰
と
も
思
へ
な
い
o
'産
業
の
_

た
る
熟
練
勞
働
者
ゃ
^̂
^

P

奪

I

I

I

習

的

ル

，
ン

」

ペ

シ

階_

?

叉

主

義

を

I

と
f

點
I

る
O

I
關
係
I

て
I

様
|

ー
ネ

，し
V

I

し
V

I
か

ら

、

日

傭

覆f

 

l

救
f

、
日

本

棄

I

統

所i

敗
を
.以
て
ず
べ
き
で
t

と
。
こ
れ
は
森
田
良
雄
氏
の
：主
：張
で
あ
る
。

"
.
こ
れ
に
對
し
て
岸
平V

氏
は
^
^

ょ
ぅ
允
ど
と
源
へ
る
の
で
は
な
い
。
ポ
す
ま
で
も
な
く
失
業
對
策
I

一 
I

業
_

憲

|

|

|

で
I

。
之
が

、
■

觀

來

政

庇

a
各
■

_

_

&

節

里

名

^

8

_

-

暴

裏

.'

.

. :
、：：
 

■

..

.

.

.ゾ
ぐ
.

-:
.

:

|
 

I

I

 
一



我
國
の
rl
僻
勞
働
者
に
關
尤
る
巷
}
|
-の
考
察
;;
:
'

i
a土
：

2

\
o-
8
 

止
に
努
め
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
現
下
の
窮
迫
也
る
日
傭
勞
働
者
の
失
業
は
V
斯
か
る
敎
策
を
以「

て
.し
て
?)
'
尙
ほ
救
濟
し
，得
ら
れ
.な
い

 ̂

合

が

あ

る

。

こ

れ

が

失

業

共

濟

施

設

，の

.缺
く
べ
か
ら
ざ
る
所
以
で
あ
る
。
現
に
神
戶
及
び
束
京
に
於
け
る
幾
多
の
事
例
は
、
如
何
に
其 

效
艰
あ
る
も
の
で
あ
る
が
を
有
カ
忙
物
語
0
て
ゐ
る
0
:

.

マ

又
今
日
政
府
の
熟
練
勞
働
著
及
び
知
識
階
級
失
業
者
に
對
す
る
施
設
が
極
め
.て
微
温
的
で
あ
る
こ
と
は
承
認
す
る
が

、

こ
れ
は
結
周 

產
業
の
興
隆
に
俊
つ
か
、
然
ら
ず
ん
ば
失
業
保
險
乃
至
抉
助
制
度
の
確
立
に
ょ
ら
ね
ば
到
底
至
'雛
：で
あ
ら
ぅ
。
f

是
等
の
こ
と
は
現 

下
の
國
情
で
は
匆
急
に
1:
現
し
得
る
と
ば
思
は
れ
な
い
が
、
さ
れ
ば
と
云
つ
て
日
傭
勞
働
富
對
す
る
救
濟
を
差
按
へ
る
.に
も
當
る
ま 

い
。
■政
府
が
そ
の
對
策
を
考
へ
る
の
は
、
彼
等
の
救
濟
と

い

ふ
立
場
の
み
な
ら
ず
、
社
#'
秩

序

の

維

持

の
上
か
ら
も
安
當
の
指
©

で
は 

あ
る
ま
い
か
o.
失
業
保
險
が
國
情
に
反
す
る
と
の
.說
も
あ
る
が
、
我
國
に
於
て
工
場
勞
働
者
の
失
業
保
險
が
未
だ
何
等
の
_

に
於
て 

も
實
現
じ
な
い
遙
か
以
前
か
ら
、
何
等
國
家
の
.肋
成
を
俊
た
な
く
と
も
、
日
傭
勞
働
考
の
失
業
救
濟
制
度
が
自
然
に
發
達
し
齊
及V

た
，
 

の
は
、
：彼
我
.の
社
會
事
情
の
相
異
に
■
く
の
で
あ
る
。
ま
た
組
織
立
た
ざ
る
彌
縫
的
救
濟
策
は
往
々
：に
し
て
弊
害
を
伴
ひ
、
俠
f
 
I
 

敗
調
と
し
た
る
失
業
對
策
の
如
き
は
又
到
底
實
現
困
難
で
あ
る
。
失
業
共
濟
と
應
急
事
業
ど
は
互
に
其
缺
陷
を
補
ひ
合
ふP

,

系
に
立
つ 

て
ゐ

る

。

今
日
政
府
は
應
急
琪
業
に
九
西
萬
圓
の
補
助
金
を
投
じ
て
ゐ
る
に
も
枸
ら
ず
、
失
業
共
濟
に
は
何
等
の
援
助
を
も
爲
し
て
b 

な
い
。
ょ
ろ
し
く
政
府
は
速
に
失
業
共
濟
に
相
當
の
獎
磡
策
を
講
ず
べ
.き
も
の
.で
あ
る
o
:
:

:

以
上
は
岸
正i

氏
の
意
見
で
あ
る
が
，
林
淸
氏
も
淼
田
良
雄
氏
の
主
張
に
對
し
て
は
賛
诚
せ
ず
、
失
業
典
濟
制
度
を
明
確
に
失
業
保 

險
の^

#

に
篏
め
て
考
へ
る
と
こ
ろ
に
誤
觀
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
失
業
共
濟
施
設
と
失
業
應
急
囊
と
を
結
合
し
て
經
齊
、rH

.

 

.

*
 

,
 

V

義
に
甚
い
て
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
業
霊
と
財
政
政
策
と
の
調
®
が

企

圖

し

得

ら

れ

る

と

主

張

し

て

ゐ

る

/

此

處

で

失
_

観

度

に

学

る

右

Q

馨

S

S

す

る

翦

Q

爲

め

屋

I

I

附

加

す

る

必
1

な
い
。

昭
和
八
'
^
音

社

會
 

局

の

失

業

對

策

委

員

會

特

別

置

會

に

、

失
業
應
急
薫

以

外

の

日

傭

勞

働

者

救

濟

施

設

が

附

議

せ

ら

れ

た

。

そ
れ
は
以
下
に
速
へ
る 

が
如

き
輪

廓

の

も

の

で

あ

る

が

、

こ

れ

に

就

て

小

寶

會

の

俞

長

が

報

吿

し

た

と

こ

ろ

に

次

の

言

葉

が

見

出

さ

れ

る

。

現
在
行
は
れ
て
ゐ
る
失
業
共
I

合
は
極
め
て
部
分
的
の
も
の
で
あ
る
が
、
國
f

を
認
め
て
補
助
せ
ん
と
す
る
以
上
は
普
遍
的
の 

も
の
で
な
オ
ル
ば
饮
ら
ぬ
。
尠
く
共
失
業
應
急
歌
業
に
於
け
る
登
錄
勞
働
衮
の
全
部
に
は
及
ぼ
す
よ
ぅ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
次
に 

生
活
困
難
な
る
者
に
對
し
て
は
寧
ろ
救
護
法
の
様
な
救
謹
を
與
へ
る
と
か
、
.富
豪
等
の
寄
俯
に
よ
っ
て
飯
を
食
は
せ
る
と
か
し
た
ら
女 

何
で
あ
る
か
と
い
ふ
質
問
も
あ
.っ
たQ

で
あ
る
が
、
仕
事
の
あ
る
時
に
多
少
で
も
出
捐
を
な
さ
し
め
て
置
い
て
、
失
業
の
場
合
に
救
濟 

を
與
へ
る
方
が
、
勞
働
者
Q

_
助
的
精
神
を
損
は
ぬ
方
法
で
あ
.り
、
.又

濫

給

を

防

ぐ

所

以

で

あ

る

。

次

に

失

業

^

^

組

合

は

失

業

保

險 

と
は
異
る
も
の
.
’で
あ
っ
て
、
失
業
應
_

業
を
補
充
す
べ
き
一
の
救
濟
に
外
な
ら
ぬ
。
失
業
應
急
囊
に
對
し
て
國
庫
の
補
助
の
あ
る 

以

上

は
、

之
が
補
充
的
救
濟
方
法
た
る
共
濟
組
合
に
對
し
て
も

、

響
の
補
助
を
與
へ
•る
こ
と
ば+

分
理
祟
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。 

最
後
に
右
の
特
別
委
員
會
で
決
定

し
た
日
傭

勞
働
容
失
業
共
濟

施

設

は

、

次
の
如
き
も
0;
で
あ
る
チ

•

^
 

r
 

_

'

0
額
四
十
錢
を
以
て
國
庫
補
肋
の
菡

,
と
す
る
こ
と;;
:
ぐ

ン
:
:

日
額
四
十
錢
以
上
に
§

る
こ
と
を
妨
げ
ざ
る
も
超
過
部
分
に
は
補
肋
せ
.ざ
る
こ
と
:.
'

.

S 

我
國
ゎ
日
馓
勞
働
费
に
關
す
る
蒞
干
の
考
.察

 

.
J
o
A
l
l
(

|
九
0
|
>



我
國
の
H
if
勞
働
港
に
關
す
る
沿
干
の
港
察'
へ

'

V

■

-'
.
'

l

o

l
'

a

九O
H
)

 

(

-ニ)

‘
.手
當
支
給
條
件■ 

■ 
V
-
. 

.

:
.-
:(

イ
>
.
資
格
取
得
の
日
ょ
り
豇
圆
以
上
醵
出
金
を
納
め
た
る
こ
と 

ぺ：
；

(
，ロ
.
:^
.最
近
':十
日
間
.に
.
'
1囘划
.上
，
酸

出

金
*を
納
め
た
る
こ
と
.

.v:
c
ハ
：

〕
'.
'
':#
日
を
食
：
^
讓

决
8

百
以
上
に
及
び'た
-̂
こ
と(

：
^
 

'
:
,
u 

. 

.

,(

o

漣
徽
手
當
支
給
三
日
を
超
え
ざ
る
こ

と

V 

ン

：

,

'
'

(

.ホ)

蔽
近
十
日
間
に
.手
當
茭
給
四tn

を
趣
.へ
ざ
る
仁
と
、
.美

.の
認
宏
ば
.ー
^
の
蕺
準
に
敗
り
.
槳
紹
介
所
畏
之
を
爲
す
こ
と
.

:
•:
'
■

加
入
.露
蒋
を
し
そ
就
業
：1
日
'に
付
失
業
手
當
日
額
の
.十
分
の
：ー
以
上
に
當
る
醵
出
命
を
：就
業
當
日
納
入
せ 

'た

民

間

•
業
た
：る
を
問
は
ざ
る
こ
.と)

'
:

(

四)

'
補

助
'

.

.

''
‘

:

' 

市
は
尠
く
共
勞
働
者
の
醵
出
金
に
相
當
す
る
金
額
を
支
出
す
る
こ
と

_ 

:

'右
の
場
合
に
於
て
&

7{
-
|の
家
出
額
を
超
.え
ざ
る
阪
度
に
'於
て
へ
大
體
央
槳
手
當
に
樊
し
た
を
氍
用
の
：
三
分
の

1

以
內
を
補
肋
ず
る
こ
と

京
都
市
数
育
部
社
會
課「

日
傭
勞
働
表
共
濟
保
隞
制
度
に
關
す
る
調
莶」

c

眼
和
七
年一

月>

 
V

 

•

.
森
田
提
雄
ィ
失
業
補
償
論」

(

.眧
和
七
年
刊
.
} 

.

>

.

森
田
爲
娘
ぅ
勞
務
者
丧
■

濟
施
設」

ベ
社
.會
祺
業
：’
昭
和
八
年r
一
月
號) 

へ 

■

.'

掙
2

'-「

塞

共

濟

饑

叹

の

肋

長

を

菌

む

：し

(

社

會

事

荥

、
.

譲

八

年

：五
月
號

)

：
'

- 

'

淋
淸
1

日
i

働
街
失
業
典
濟
施
設
の
囘
顧
と
展
朝」

^
社
會
祺
業
'.

昭
和
八
部
八
月
號)

.

'

其
他
®
兄
、
神
戶
、
名
宙
摄
の
|

市
の
：共
濟
餌
合
の
.规
程
幷
に
報
傲
樹
、
全
_
產
業
團
體
聯
合
會
の
報
哲
等

■
i m  u

穴
朝
鮮
人

勞

働

者

問

題

世
當
經
濟
恐
慌
に
よ
っ
で
勞
働
條
仰
の
低
下
と
_

と
の
顧
：梢
の
下
に
i

し
て
ゐ
る
日
本
の
勞
働
.
は
、
更
ら
に
朝
鮮
人
落
働 

紫
の
低
廉
な
：る

霞

と

生

■

準
と
の
爲
め
に
、
倍
々
.苦
惱
裹
け
な
く
て
は
な
：ち
ぬ
著
に
陷
っ
て
ゐ
る
o
:日

数

n饼
以
來
旣
に
ニ 

十

何

平

宏

，

し
て
、
我
M

6
ホ
る
朝
鮮
人
I

l

f

そ
Q

I

S
雜
に
し
、
そ
の
解
決
は
元
I

极
本
麁
は
る
民
族 

1

1

で

塞

む

で

I

I

こ
と
が
I

で
I

の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
.

1

1

I

I

I問

題

で

あ

り

•
•
決
し
て 

對
岸
の
火
災
視
す
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
*

眉
當
面
の
.問
—

も
あ
る
。

.

:::

明

治

：三
：十

二

年

七
S

一
：
十
八
：
I

勅

令

第

產i

の
第
一
條
に
よ
れ
ば
、
外
國
人
は
條
約
叉
は
慣
行
に
依
り
、
居
住
の
自
由
を
有

.

1

1
と
靡
前
の
居
I

及
I

霞

以

外

裏

て

霊

、
'

I
 

. 

..司
條
の
.伹

實

i

っ
て
.勞
働
者
は
特
に
.行
政
^
 ̂

從
前
.の

居

嚣

及

、び
雜
居
虬
以
タ
に 

又
.•は
：其

義

務

：を

行

ふ
.こ
と
n

o

 

'
こ
I

項
の
適
用
を
f

 

t

の

虔

那

人I

鮮

人

以

外S

殆
I

な
い
の
^
あ
：る。

r 

る
it
：
明

治

四.十
一U

年

八

舟
'̂

韓
合
併
が
成
^
^
^ ̂

と
の
#
,頌
は
戟
斛
人
^
撤
：丹

ぜ

ら

れ

な
.く
な
つ
た
か

1.
大
.

〗

‘ 
ノ
年 

崴

朝

鮮

總

督

庥

靉

務

總
S
部
令
第
ゴ
窘
よ
っ
て
、
旅
行
證
明
書
制
度
が
布
か
れ
義
^
'、
.朝
鮮
人
の
渡
航
は
相
s

i
限
を
力
へ
ら

,
,れ
た
p
'
:
fョ_
 
ロ

：

羞馨供給

I

狀
に
f

府

令

第
i

簾

に

ぎi
:
Q
:
l

令
が
：廢
：也
せ

：

ら

れ
|

で
-
:

I

 

一

.广

.

.
'
^
^
の
日
斷
篆
働̂:
£
關
ず
る
歡^.
の
考
疼
 

ー
0
2?」

ブ
o

r

-
-
-

-

-
i

, 

H
n
H
U
H
.

V

^

Ii 

1

1

 ̂

f
l
, 

1
1
'
^
C
^
B
U
U
U
n
l
a
.
r
-
^
M
f
,
, 

i
» 

,

-
,

I
I

一
p i

s i：;

If,

に
i

" f
i ! 

' M f  

I j l

!r

r,

|



j:

：!

!

,:

我
S

H
傭
勞
働
洛
&

す
る
若
.干
の
考
察
'.
'

.

'

'

'.
1

6

-
..
.

(

1
.九
〇
四〕

.

勿

論

、
斯

の

如

き

法

令

上

の

自
ri
l

が
承
認
せ
ら
れ
て
も
朝
鮮
人
勞
働
者
の
：.波

航

が

勞

働

市

場

：に
於
け
：る
^

 ̂

脐
茜
し
か 

ら

し

め

、
内

鮮

双

方
.の
.勞

働

者

に

'不

利

益

を

釀
す
と
と
か
ら
保

鍵

す

る
爲

め

、
就

業

の

確

否

、
國

語

の

能
.否
、
，所
持
金
を
標
準
と
し
て 

朝
f

人

勞

働

者
0

内

地

波

航

を

姐

止
す
る

事

實

が

あ

る

。

そ
れ
，に
も
拘
ら
ず
朝

鮮

人

者

は

水

.の
低
き
；に
就
.く
が
如
く

流
入
す
るO

 

朝

鮮

人
0

内

地

移

往
.に

就

て

：は

、
：
斯

の

如

き

取

締

制

度

の

變

遞

が

あ

つ

：
た

が

、
，
從

來

內

地
：：

に
來

往

し

た
る
期
鮮

人
は
幾

何

.で
あ
つ
た 

力
，
大
疋
.

六
年
以
.
前
‘
は
明
確
な
_

る

數

字

を

，示

し

得

，な

い

が

、

太

體

ロ

韓

合

併

ょ

り

大

茈

艽

年

ま

で
Q

fl
l

l

m
於

て

は

、

渡
來
奔
歸
還
客
を 

差

引
き
、
殘
贺
者
と
看
做
さ
る
べ
き
衮
は
三
鸽
以
上
に
：達
す
る
ら
し
い
0

而
レ
：て
火
正
_

六

年

以

後

の

：期

鮮

人

來

由

疏

計

^

ょ

り

殘

留

者 

(0
,
數

を

测

定

す

れ

ば
.次

の

如

く

で
|>

る
0

尤
も
こ
の
數
字
は
人
ロ
動
態
に
於
げ
る
出
生
、
死
亡
の
.關
係
を
度
外
視
し
て
ゐ
る
點
|

て
、 

確
實
性

を
缺

如
し
，て
ゐ
.る
と
と
は
注
意
.す
べ
：き
で
あ
るo

 

:•

.

:

朝

鮮

人

內

地

渡

航

歸

還

年

別

調

'
:

年大
IE
六
.年 

同

七

部
 

同

八

年

. 

同

九

部
 

同

1
〇
部 

同

I

一
年

。
渡

航
ソ 

一
四
、0.
ー± 

1

七
、九
一
〇 

ニ
〇
、九
六
八 

ニ
七
、四
九
七 

三
八
、
ニ
八 

，七
〇
、四
六
ニ

歸

,
還

. 

三
、九11

七 

.九
、
三
〇
.五 

I 

ニ
、
七
三
九 

ニ
〇
，
九
四
七 

ニ
五
、
五
三
六 

四
六
、
三
ニ
六

差
引
殘
留 

:1

〇

、
〇
八
五 

八
、
六
〇
M 

“
八
、
ニ
 
ニ
九 

六
、
五
®
〇 

1

ニ
、
五
八
ニ 

ニ
四
、
ニ
ニ
六

差
引
梁
計 

l
〇
d

八
五 

1

八
、
六
九

O

 

ニ
六
、
九

一

九 

三
三
、
四
六
九 

四
六
、
〇

五
一 

七
〇
、T
八
七

同 同 同 同 同 ^ 同 同 同 同

七 六 五 四 三 ニ 五 四 三 ニ  

部 部 部 萍 部 部 坪 部 年 坪

九
七
、三
九
五

一
 

ニ
ニ
'
ニ 

五 

一
三r

 
ニ
七
三 

九
1
、〇
九
ニ 

i.

三
八
、〇
1
六 

1

六
六
、
ニ
八
六 

一
五
三
、五
七
〇 

九
五
、四
九1 

九
.三
、六
九
九 

ー
〇
一
、八
八
七

•

八
九
、
七
四
.五 

七
五
、
四
三
〇 

ニ 

ニ
、
四
七
一 

八
三
、七
〇
九 

九
三
、
九
九
一 

ニ
一 

七
、
五
ニ
ニ 

九
八
、
ニ
七
五 

一
〇
七
、
七
一
一 

七
七
、五
七
A

七
、六
五
〇

.
四
六
"
七
八
五

一
八
、八
〇
ニ

七
、三
八
三
，
 

四
四
d
 
ニ
五 

四
八
、七
六
四 

五
近
、II

九
五 

0
)一

 U
、m

1
〇

 

.

一
六
、
一
 

ニ
ー 

:

三IV、

三
九
九

七
七
、八
三
七

一11

四
、
六

ニ

ニ

， 

一
四
一
一

m
i

四

_

一
五
〇-八
o
七

一
九
四
、
八
三
ニ 

ニ
四
三
、
五
九
六 

ニ
九
八
、
八

九一
 

二
八
六
、
六
七
一 

三
〇
ニ
、
^
九
ニ 

三
'三五
、
一
九
一

六
九
*
四
八
八

 

：
1
.
:

…

.

大

至
1

和
一
一
一
年

 

I

I

人 

,

t
、
灸
亡
八
、
、
て

ょ

度

钪

者

.の
數
に
.於
て
動
播
を
生
じ
て
ゐ
る
ガ
r
禾
.
J
/
-
,
y
f

米
l
.
i 

-

:

l

i

n

ガ

て

三

位

は

.福
岡
I

I
萬
五
千
、
第
四
位
は
愛
知
縣 

子
衍
を
昆
1
ば
、
第

'
1位
は
大
阪
府
の
六
萬
八
千
！

ー
位
は
1

ィ
府
の
三
森 

く 

分
I

f

 

. 

.

. 

. 

ニ
4
.九
萬
中
、
日
寐
人
夫
の
十
ニ
萬
を
最
多
と
し 

の
ニ
I

千
、
第K

位
は
京
都
府
の
.一
萬
六
千
で
あ
る
退
職
f

 

l

れ

，

一
十
ブ
爲

:

ン

,

職

業

ー

別

::
..調 

1

1

1

-

.

.

公

吏

'

■:
:
.1

1

三

：

.水
：：

上

へ

就

雲
.

：

：1
:

デ
〇

.r

.
ぃ
 

■
官

公

贫

■

::
.

.
.
.
1
0

七

.，
c
i

 
丑〕

ム
狹
國
の■ 
B

傭
勢
働
#

|:
^

_

す
石
楽
千
の
#
察



秋
_

め
« :

繁
：
働者咬關すぺる聍ザ：
の

#

释：

-

人

'

01
九
0
六
>

,

一.'
.

.

醫

_

藥 

記 

.激

».
.:
.
侣へ

' 

牧
.
.
，
' 師
 

事

務

員
 

學.

•
生
 

小
學
兄
童 

.

商
，

..
'
業 

農

へ

菜
 

滅

.

人

.
:
三
'
 

T

一
四 

ベ.
'
;

七
：.  

:

四
八 

ニ
四
一 

四
"
八
九
ニ 

四
、〇
三
〇 

li
六
四
六 

1
、七
ニ
五
い 

1
、

九
九
九

其 在 無 藝 交 日 鷀 職  

通 傭
計 監 奶 . 坑

ハ運づ人：：

他 者 職 妓 輸 夫 夫 エ

:四
©
、
3
1:ニ
ぃ

,

.:

1
6灌

五

I

一九、二
六 

1
、
1

三
〇 

三
四

$:
.-一n

s:
l
l

,

■;
九T.

5

 

.

,ニ
ー
，
、
五
.六
四 

11
八
七
/\
七
〇
五

次

-^

渡

航

朝

鮮

人

の

前

職

は

、

昭

和

七
年
中
の
釜
山
經
凼
及
：び
大
阪
上
陸
者
に
就
，て
見
れ
ば
、
左

表

の

如

ズ

總

數

の

六

、

七

十

パ

ー 

セ
ン
ト
が
農
.與

又

は

農

業

努

働

客

で

あ

る
o : 

:

.

•

:

.

:

.

,

::
:

'

-

.'
-

-

:

釜

山

經

由

渡

航

者

職

業

調

，
：

：

P.
/
 

/

■ 

0

雜 學 勞 パ  
職

n  働

m 坐 者

.
人

員

六
ニ
、ニ n

四

,

五
、九
八
一
 

in

三
、六
八
ニ 

一
〇
一
、八
A
七
-

比
：

：

率 

六
マ
一 

55

:
•
八

3
三•1

一
0
9
0

'
.
大
阪
上
截
朝
鮮
人
職
業
調 

.

職

乘
 

人

M 

比

率
 

-

^
 

■

一
六
、八
ニ
九
：

.

.

六 M

•九

'

'
.

,

^
 

 ̂

 ̂

 ̂

-

'

i
 

. 

. 

: 

' 

' 

’

.

;

.

集

■

‘

！

九
九

：

'

'
 

'

■

マ
_

 

:

:

何
故
に
售
人
は
內
地
へ
.渡
航
す
る
Q
S

茗

。
..一

般
に
移
往
羞
す
.原
僵
隹
々
I

が
、
こ
れ
を
大
別
す
れ
ぱ
經
濟
的
麗 

と
社
會
的
原
因
と
に
す
る
|

が
出
來
る
，
朝
鮮
：に

容

^

^

の
資
本
主
義
化
茬
る
吓
馨
働
階
級
の
霞
と
浮
浪
と
が
前
者
で 

あ
り
、
彼
：等
に
對
す
る
社
會
的
抑
臃
が
|

である。：

フニ

 

，

V
.

'

朝
鮮
ば
韓
國
時
代
に
於
て
.は
封
建
的
舊
慣
を
持
續
し
.た
が
、明
治
四
±-
ニ

年

總

督

府

着

治

の

權

ヵ

を

.掌
握
す
る
や
、
政
治
、
經
濟
、 

敎
育
等
文
化
i

ら
ゆ
る
方
面
に
新
坐
面
を
開
拓
レ
た
。
先
づ
產
豪
面
に
就
て
見
る
に
、
外
國
質
易
は
明
治
禪
©
年
輸
移
出
一
千 

八
百
八
十
1
萬
圆
、
輸
移
入
五
千
四
百
八
萬
圓
、
合
計
七
千1

1
.百
九
十
四
萬
圓
で
あ
：つ
た
が
、
；昭
和
元
年
に
は
輸
:̂
出

三

億

广

エ

一

百 

九
十
I

圆
、
I

入m

億
七
千u

百
：十
六
萬
圓
、
合
I

億

窣

i
り
て
：幾

分

か

打

擊

を

受

け

.た
。
：各
截
生
產
物
の
產
出
額
も
同
様
1

5

て
ゐ
る
0.一
 
朝
■
米
の
如
き
は
收
獲
.も
輸
移
出
も
非
常
に
增 

:

旧
し
、
X
業

は

朱

だ

：
^

の
、$

^

&し
：な̂

が
、

こ
：れ

も

亦

連

步

の

.跡

.が
顯
著
：で
參
る
6 
.ヱ

谱

數

を

見

る

も

町

治

四

十

四

年

に

於

て
は

:

僅か：

I
V

百
艽
十
二
：
、

v

從業者

一
.

萬
.四

千

五亩
.で
あ
令
た
^
^
^

没
術
者
に
關
す
る

^
午
.の
：考
察
：
：
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ブ
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I
I

^

^

1

. 

'我國
:0
:«
撕
勞
,
者
に
關
す
る
诺
平
：
の
：考

察

.：

 

-
1
I

〇

へ(
I

九Af
-
O

 

:
,七
酉
で
ぁ
る
.
o
.產
業
：p
飛
躍
如
發
展
.に
對
し
て
.は
こ
れ
に
俾
ふ
犠
牲
も
#
く
な
い 

<
,朝
驗
^

«
'̂
她
^̂

雄

實

に」
於

て

朝

鮮

に

：對

し

て

祯

民

驰

に

對

す

名

と

同

錄

の

政

策

が

施

衍

せ

ら

れ

、

文

化

め

^

^

が

あ

：づ

.た

と

！

n
：

時

^
:
，
齔

依

者

た

る

朝
 

■鮮

ス

，殊

に

全

人

，ロ
-
の

八

十
。< 

丨

七

：ン

ト

以

上

を

，占

め
.る

農
^

が
X
 

X

と

な

。
.部
.：

.

代

，
 

明

治

四

十

四

平
 

大

正
' :
五

年

大

平

十

年
 

昭

和
.
.
冗
' 

年

、 

昭

和

1

一

一

年• 

昭

和
.
六

.
年

.
H

場
顧

.

'
 

ニ
3£

1 

r
〇
七
五 

ニ
、
三
八
四
'

四
、
ー1
九
三

五
、三
：四n

 

四
.、六1

三

，

資
本
金(

圓
V 

,

: 

1
〇
、
六
一
三
、
八
三
〇 

ニ
四
•六
ニ
ー
一
、
五
〇
〇 

一
七
九'

四
ニ
、
七
九
五’
 

三1.

九
"

八
.一
、
四
八
五 

五
四
九
、
一
ニ
ニ
、
三
六
四

辱
_

者

：：數

1
,四
、
五
七551
.
 

1
1八
、六
四
六
：：
 

ー
四’九
、
三
〇
ニ 

八
.三
、
四
五0 

九
九
、五
四
七 

〇
六
：、
七

八-

K

内
朝
鮮
人
撒

二 
l
、

l

A

o

n
r

七
八
七 

四
〇
ri
:

l
.八 

七

三
-'
面

五
 

八
七
、
八
六
四

昭
荊
冗
年
末
め
調
脔
に
ょ
る
と
朝
鮮
に
於
け
る
世
帶
總
數
三
百
六
十
ー
离
、
入
口
一 

千
九
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な
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あ
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是
等
の
農
民
を
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地
位
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ょ
つ
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分
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作
農
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漸
次
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少
す
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反
し
、
地
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と
小
作
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と
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し
更
ら
に
自
作
雜
小
作
農
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次
第
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落
し
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數
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舍
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叉
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秋
收
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ょ
る
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謂
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度
が
盛
ん
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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乙
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熟
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兼
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兼
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篇
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を
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而
し
C
彼
等
が
#

の
如
き
歌
情
に
墮
す
る
所
以
は
、
農
家
の
轉
業
'と
地
主
階
級
の
增
加
と
生
產
方
法
の
近
代
化
と
を
历
防
と
し
て 

下
級
農
民
階
級
が
漸
次
賃
銀
勞
働
階
級
に
轉
落
し
、
勞
働
供
給
.の
'過
剩
$:
:來
じ
.て
.勞

働

條

件

を

：惡

化

し

た

る

こ

と

、

ま

た

他

の

.
一
力
に 

务
C

ー
股
の
.
地
面
横
は
¥
.々
.咐
加
し
、
生
産
物
も
增
加
せ
^
-に
も
拘
ら
ず
、
然
か
も
農
業
勞
働
若
种
に
づ
竹
皱
自
作
農
業
家
は
收
支 

相
®'
:
は
ざ
る
生
活
を
奢
む
S

が
ぁ
る
。
こ
'れ
が
下
級
薇
民
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級
の
'内
地
：渡
航
熱
|

ふ
.る
原
因
で
あ
り
、

一
般
農
業
勞
働
者
を
し
て 

最
低
限
度
の
賃
銀
を
甘
受
せ
し
め
る
原
因
で
あ
る
0
尙
ほ
朝
鮮
人
0
內
地
渡
航
を
促
す
原
因
の
第
ー
は
、
勿
論
內
地
に
於
て
彼
等
の
收 

得
す
る
賃
銀
が
朝
鮮
に
於
け
る
よ
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も
箸
し
ぐ
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き
こ
と
と
に
あ
.る
が
、
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還
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が
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れ
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。
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狀
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於
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組
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つ
て
勞
働
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の
が
頗
る
多
い
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ゆ
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小
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萬
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鮮
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勞
働
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收
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正
十
二
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阪
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け
る
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に
ょ
る
と
、
土
方
は
勞
働
日
數
平
均
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對
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等
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住
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見
出
す
に
最
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困
雛
紅
感
t -
'

て
ゐ
る
が
：、
m

# .

者
，は
殆
ん
ど
大
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分
下
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し
、.
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戶
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權
ベ
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だ
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。
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得
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七

十
*-
*
錢
で
漆
今
が
、
五
十
圆
未
滿
の
階
級
が
最
も
多
く
、

總
數
S

一
十
七
。
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1
.七
_
ド
を
衆
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^

へ
四
圆
t
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一
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取
.あ
る
1

ハ
±:
1
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1
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い
，
ふ

ば

豫

想

：以

上

に

多

く

の

：取

入

を

有

す

る

i
l
K

は
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
e
れ 

.

は
■

.!
!
.の
1

が
概
ね
布
カ
な
る
飯
場
に
也
站
す
る
^
働
衮
で
あ
0
た
か
ら
で
あ
る
0
こ
の
奮
は
支
出
を
觀
察
す
る
場
合
に
於
て
も 

注
意
し
'な
べ
：て
；̂
取

ら

ぬ

そ

卖

祁

は

操

帶

者

^
於

ヤ

：
は

往

谓

廣

，十

七

^
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1
本
ン
：
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'
，
食
费
四4-

八
.
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八
：
九

パ1
'ギ
ン
ト
.;被
服 

費
十
三
-
五
四
。ハ
丨
セ
ン
ト
、
霞

#
八

•
三
六
。ハ
•丨
セ
ン
ト
、
共
他
十
一
•
八
四
パ
丨
.セ
ン
ト
で
、
總
支
出
額
は
平
均
ー
ヶ
f

十
六 

.圆
九
十
叫
錢
で
あ
る
。
獨
翁
に
於
て
は
■

费
十
•
三
〇
パ
丨
セ
ン
ト
、
飮
食
費
五
十
三
•

五
一
一
。ハ
丨
セ
ン
ト
、
被
服
费
十
71
•
五
，ニ 

f

セ
ン
ト
、

薪
旗
费
〇
•
三
ニ
パ
丨
セ
ン
ト
、
興
他
二
十
三
•
一
四
パ
i

ン
ト
で
、
崔
支
出
額
は
平
均
ー
ヶ
月
三
十
五
刚
ニ
錢
と
い

ふ
狀
態
.に
あ
る
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朝
鮮
人
の
所
得
は
内
地
人
の
そ
れ
.に
比
較
し
.て
ニ
割
乃
至
三
割
低
い
が
、
支
出
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於
て
可
成
節
約
が
行
は
れ
、
剩
餘
金
を
荷
し
、
貯 

我
_
の
n

储
努
倘
逝
に
■
す
る

蒞
千
め
.考

察
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九
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%
す
る
.か
國
許
へ
遂
金
す
■る
も
の
も
多

'い
。
乃
ち
キ
办
^

^
や
六
溯
を
占
め
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纸
浩
に
不
足
を
來
せ
る
も
の

は
僅
々
，六
分
に
-過
ぎ
な
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,と
；れ
拟
掀
等
の
坐
沾
が
外
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に

貧

弱
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へ
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悲
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す
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こ

と
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從

來
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弊
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あ
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と
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敎
へ
る
。
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に
ん
て
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内
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&
朝
鮮
人
.蕾
肯
や
問
顧
览
、
'扇
響
£
龙

け

蓮

業

政

策
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量
要
問
題
に
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因
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點
^
り

見

れ
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籁
治
の
*
ホ
方
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苴
名
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で
_
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が
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^
は

;f t

た

趵

她

勞

働
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の

生

街

檩

筚

、

：

勞
働
條
仲
、
勞
働
布
場
と
の
關
係

に
重
大
汝
名
靡
著
を
典
へ
る
も
ぬ
で
あ
る
か
ら
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內
：地
セ
丧
け
る
盥
.耍

な

る

：襲

上

の.間
題
で
あ
り
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:
會

上
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，問
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る
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瓶
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摞
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满
の
生
- 

■
,
;

:.
®

の
ニ
項
消̂

服
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幅
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な
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つ
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簾
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る
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れ
ら
霞
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初
階
に
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づ
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致
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、
：
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佩
々
史
和
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解
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に
從
は
ん
と
す
る
な
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と

、

っ
‘

轧
上
、
噶
本
丸
義
蒐
集
、
利
泔
、
そ
し
て
そ
の
正
■

必
要
な
る
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な
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史
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f
恶
々
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つ
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、
极
木
史
料
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I
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謂
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艰
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•
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